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第166号議案令和2年度長崎市一般会計補正予算(第13号)

目 次

《2款総務費'1項総務管理費》

1目一般管理費

・GOT0 自治会応援事業費

(繰越明許費補正)

・GOT0 自治会応援事業費

8目文化振興費

・長崎文化時間の創出事業費

(繰越明許費補正)

・長崎文化時間の創出事業費
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(債務負担行為補正)

・長崎市民会館指定管理(男女共同参画推進センター)

23目スポーツキャンプ等誘致費

(債務負担行為補正)
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ページ

30-31

款

予算説明

2

総務費

1 概要

コロナ禍において、自治会では、.行事の中止を余儀なくされ、.日常的な活動にっい

ても取りゃめるなど、地域活動が再開できない状況力泳売いており、地域活動が停滞す

ることで、自治会離れがより一層進むことが危倶される。

このようなことから、長崎市においては地域活動における新型コロナウィルス感染

対策の目安畔斤型コロナウィルス感染対策を行いながら地域活動を少しずっ再開しま

しょう!」を作成し、自治会にも地域活動を行う際の参考にしてほしいと呼び掛けて

いるところであり、コロナ禍においても、自治会活動を積極的に推進していくために、

自治会が新しい生活様式にそった地域活動を可能な限り、安心して再開できるように

支援を行うもの。

2 事業内容

市に申請時に設立届が提出されている自治会及び連合自治会に対し、交付決定の日

から定められた日までに支払った自治会活動に係る感染症対策経費に対する支援を実
施する。

(1)補助対象経費(市内店舗での購入に限る)

・自治会活動における感染症対策のための消耗品購入経費

(仮上マスク、消毒液、非接触型体温計、飛沫飛散防止対策衝立など)

・自治会活動における感染症対策のための備品購入経費

(伊上サーキュレーター、空気清浄機など)

・自治会集会所における感染症対策のための設備修繕経費

(例:網戸張替え、換気扇設置など)

(2)補助対象外経費

・.新型コロナ感染症対策に係る経費以外のもの

(3)補助率

10/10

項

総務管理費

目

一般管理費

番号

1-1

事 業

GO T0 自治会

応援事業費

名 補正額

千円

83,043

1

書



(4)補助金の額

連合自治会:1連合自治会あたり上限 100千円

自治会:1 自治会あたり50千円+会員世帯数に応じた金額(1世帯500円)

ただし、上限は200千円とする。※千円未満切り捨て

(5)補助金の交付申請

1 団体 1 申請限り

(6)事業費

・補助金

連合自治会分(88連合自治会) 8,800千円・・・①

自治会分(980 自治会) 106,500 千円・・・・②

上記の申請見込みを7割とする

(①+②)× 0.フ 80,710 千円

交付申請手続き等に係る人件費(想定する繁忙期に雇用する)

報酬等' 2,103 千円

・郵送料 230千円

千円

3 その他

繰越予定

4

゛゛

財源内訳

.゛

事業費

2

※社也方創生臨時交付金※2保険料個人負担金

83,

千円

043

国庫支出金※1

8 '3,

財

千円

03 8

県支出金

源 内

千円

地方債

千円

その他

※2

千円

5

一般財源

訳



参芳1

(補助対象経費一覧表)

自治会が実施する会議、イベン ト等において新型コロナウィルス感染症対策に必要ナ、
経費

区分＼ 対象となる経費例 対象とならない経費仮1
^三^

イベント等参加者への感染症対策のー、^日我、 r^.'ー

ために必要な消耗品 経巽

消耗品費(例)マスク、アルコール消毒液、除菌シー
ト、ゴム手袋、フェイスシールド、非接触刑
体温計、パーテーションなど

自治会活動における感染症対策のために必 交付・決定前侍購入も圭、
備品要な備品 経費

購入費(例)空気清浄機、サーキュレーターなど

感染症対策のために必要な設備修繕

(例)網戸、換気扇、循環式空調機など

(

3

ぐ

、メ、命和所M旧以砕氏0購八、防綣、下經衡ヲ、、収、

女仟永足南イ'あ丸も丈1泳.1'冷。

都、 0゛系'畴入等.ル会而は、市艇舗'゛&9甲'
丈1免、.すゐ。

設備

修繕費

'斐付チ夬是前提イ彦繕も美、

経巽ゞ

'感染症対策に要しない

修繕経費

(例)屋根修繕

、
ノ



行事名

地域活動の際、コピーしてお使いください

新型コロナウイルス感染症対策チエックシート

団体名

参加者数

各チェック項目の確認をした上で地域活動をしましょう。

このシートと参加者名簿等(参加者がわかるもの)を1力月間保管しましょう

チエック項目

事前に会場(ドアノプ、スイッチ、共用のマイク等)を消
毒する

参加者が把握できている

風邪などの症状や体調の悪い参加者はいない

検温で375度以上の発熱がある参加者はいない

全員マスクを着用している

全員が行事開始前の手洗い、手指消毒をしている

席は適切に間隔がとれている

・大声の発声ありコ十分な人と人との間隔(1m)

・大声の発声なし・才人と人とが接触しない程度の間隔

換気を定期的にしている(1時間に1回以上10分程度)

入退場時に混み合わないように制限や誘導をしている

行事終了後も会場を消毒する

実施日

令和

活動時間

2

3

年

4

5

月

6

i^

新型コロナウィルス感染対策を行いながら

地域活動を少しずつ再開しましょう!

日

7

コロナに

負けない.

現在、自治会や各種団体などの皆さんは、新型コロナウイルス感染症の拡大

防止対策に気を配りつつ、日々の地域活動を行っており、たいへんご苦労され

ていることと思、います。

そのような中、国から新しく催物開催の目安が示されました。それによる

と、各種イベントは、それぞれ「新しい生活様式」にそって、「三密の回

避」、「マスク着用」、「手洗い・消毒の実施」など適切な感染対策を行つた

上で開催できるようになりました。

そこで、主な地域活動を行う際の感染対策の目安を作成しましたので、少し

ずつ活動を再開していく際の参考にしてください。

8

9

10

チエック欄

新しい生活様式とは

例えぱ・・・

三密の回避
密集

.

、

密接

マスク着用

@
舟

【問い合わせ】

・長崎市防災危機管理室

・長崎市自治振興課

・長崎市地域コミユニティ推進室

田

密閉

詳しくはこちら「長崎市HP」

. .

手洗い・消毒

回.、'゛回

回...、

ー^

(a

(臼

(合

822-0480)

829-1134)

829-1283)

R2.10月発行

一
.



みなさんが安心して加するために
●全ての活動に共通した対策

・万一に備え、名などで加者を把握しましょう。

・発熱や風邪の症状がある場合は、加しないように呼びかけましょう。

・全員マスクを用し、持していないかたのために、主催者側で準しましょう。

・主催者は消液を用しましょう。また、会内の人が触れる所を消しま

しょう。(ドアノブ、スイツチ、共用のマイク等)

・参加者の検温を行いましょう。
^

・定期的に換気をしましょう。(1時間に1回以上10分程度窓を開ける)

・出入り時は、誘するなどして密状態を作らないようにしましょう。

●活動ごとの具体的な対策

【屋内の白合】

定期総会・,旺長会議

口発言時もマスクを着けましょう

口できるだけマイクを使いましょう

口できるだけマイクは発言者が変わる

ごとに消毒しましょう

戸

...

人と人とが接

触しない程度

の間隔

(長机に2名)

会食

口個々に配膳し、対面を避けるなど飛

沫防止対策をしましょう

口静かに食べるよう心掛けましょう

《

健康体操・踊り・ダンス
口十分な間隔(1m)を確保しましょう

口運動中はマスクを外しましょう

口大声を出さないようにしましょう

【屋外の場合】

運動会

口密接する種目は控えましょう

口運動中はマスクを外しましょう

口応援の時は、大声を出さず、十分な

間隔(1m)を確保しましょう

口使用前後に用具を消毒しましょう

口こまめな水分補給、休憩等の熱中症

対策をとりましょう

調理

ロマスク・手袋を着用しましょう

口調理器具の消毒をしましょう

口こまめに手洗いをしましょう

囲碁・将棋・健康マージャン

口使用前後に用具を消毒

しましょう

口大声を出さず、静かに

楽しみましょう

演奏会・講演会

口観客の発声がある場合

は十分な間隔(1m)

を確保しましょう

発声がない場合は

人が接触しない程度の

間隔を確保しましょう演者とは
2m以上空ける

鬼火焚き

十分な間隔(1m)を確保しましょう

大声を出さないようにしましょう

口作業中は他の人と離れて、安全にも

配慮した十分な間隔(1m)を確保

しましょう

口適宜マスクを外しましょう

口こまめな水分補給、休憩等の熱中症

対策をとりましょう

清掃・除草活動

"'乢ι士ホ!

IJ
興

迦

Im以上

空ける

リ

叱

帥下

お祭り

ロピーク時でも十分な間隔(1m)を

確保できる参加者にとどめましょう

口大規模な祭りを開催する際は事前に

市役所へご相談ください

防災訓練・避難訓練

ロマスクを着用し、人と人とが接触しないチ呈度の間隔を

とりましょう

口担架などみんなが触るものはその都度消毒しましょう

大声を出さないようにしましょう

圭め氏

U

みんなで徐々に地域を盛り上げましょう!

q
冒

゛

二
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58-59

繰越明許費補正

繰越の理由

自・治会及び連合自治会に対し、'新型コロナウィルス感染症対策に係る経費の支援を行い
たいが、年度内に事業が完了できない見込みであるため。

款

2

総務費

項

総務
管理費

事業名

目

G0 丁0 自j台会

応援事業費

6

事

GO T0 自j台会

応援事業費

業 名

金額

予算現額

支出予定額

繰越明許費

83,043

繰越明許額

国庫支出金

千円

83,038

県支出金

財

83,043

83,043

源

地方債

83,038

内

(単イ立千円)

訳

その他 一般財源

5

5

ル
費

般
理

1

管



ページ

30~33

予

款

2

総務費

1 概要

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた芸術文化活動は、ようやく再開しはじめたばかり

であり、新しい生活様式での発表会や演奏会の実施に至っていない団体が多く、引き続き芸術

文化活動への支援が必要であることから、長崎文化時間の創出事業を拡大して実施する。

また、発表や鑑の場を設けるだけでなく、市民参加型の体験教室なども実施し、新しい生

活様式での芸術文化活動を浸透・定着させるとともに、市民の芸術文化活動の活性化を図る。

明書

総務管理費

目

8

文化振興

番号

2

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

(フ)

業内容

内容音楽コンサート、演劇公演、体験教室など

開催場所長崎ブリックホール、ふれあいセンター、出島表門橋公園など

開催回数 27回

実施期問令和3年2月~12月

主催長崎市

出演・参加者市民、市民文化団体、市民演奏家など

入場料無料

1 -1
長文化時間の創出

業費

業 名 補正額

3

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

(田

(フ)

業費内訳

出演謝礼金 1,320千円

音・照明委託料 3,760千円

演劇公演実施委託料 1,830千円

体験教室等実施委託料 1,500千円

チラシ作成委託料 352千円

ビアノ調律料 350千円

感染症予防対策消耗品購入費 50千円

9,

千円

1 6 2

.^..
^亀t. ,'がけヨ永んかじかん

長崎文化時間コンサートinグラバー園

1■^

h
^

長崎文化時問コンサートinブリックホール

1、
一

一
じ日ヒノ

ー

,
-
X

大
可く 山

説

項
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一

4 財源内訳

区分

6月補正

予算額

事業費

11月補正

予算額

1 8,

補正後

千円

5 0 5

国庫支出金

※1

※1

9, 162

地方創生臨時交付金

27,667

1 8,

財

千円

505

(参考 1)

県支出金

9, 162

源

実施時期

2月~3月

2 7,6 6 7

開催スケジュール(予定)

千円

内

地方債

4月~5月

千円

音楽コンサート等

その他

6月

内容

音楽コンサート、体験教室等

フ~9月

千円

一般財源

音楽コンサート、体験教室等

1 0月

音楽コンサート、体験教室等

千円

1 1月

親子向けニンサート、体験教

室等

回数

1 2月

音楽コンサート、体験教室、

親子向け演劇公演等

2回

3回

屋内

音楽コンサート、体験教室等

2回

屋内・屋外

場

1 0 回

屋内

3回

屋内・屋外(夜間開催含む)

4回

屋内・屋外

3回

屋内

2 7 回

屋内

8

合計

訳

会



(参考2)長崎文化時間の創出事業(6月補正)

、 8月22日(土)

グラバー園

日程/場所

2 8月29日(土)

グラバー園

3 9月12日(土)

グラバー園

音楽コンサート

ゾヤズ

4

内容

9月19日(土)

グラバー園

音楽コンサート

木管アンサンブル

5 9月21日(月゛別

グラバー園

音楽コンサート

オペラ

開催状況

6 9月26日(土)

高浜アイランド

小國雅香Jazz N喰ht

音楽コンサート

ジャズ

出演者等

7

POE

音楽コンサート

オペラ

10月18日(日)

ブリックホール

長崎新演奏家協会

バンド演奏(2組)

映画上映「ソング・オブ・

ザ・シー海のうた」

申込数

8 11月28日(土)

ブリックホール

阿野裕行トリオ

^

100人

参加数

音楽コンサート

声楽・サクソフォン・ピアノ

9

長崎県オペラ協会

52人

゛

45人

11月29日(日)

ブリックホール

10

OZ' S

THE YELLOVV BEAKK

長崎県映画センター

音楽コンサート

ファゴット・チェロ・コント

ラバス・ピアノ

83人

52人

12月5日(土)

東山手甲十三番館

1月9日(土)

南山手地区町並

み保存センター

2月11日(木・祝)

心田庵

3月7日(日)

47人

アウトリーチ事業登録ア

ーティスト(OB含む)5人

47人

音楽コンサート

声楽・フルート・ピアノ

59人

42人

朗読劇公演

月替わりで古典文学の

朗読劇を上演し、その

模様を後日、FMラジオ

で放送

アウトリーチ事業登録ア

ーティスト(OB含む)5人

118人

44人

118人

アウトリーチ事業登録ア

ーティスト(OB含む)4人

267人

匪匝画

F s company

謎のモダン館

劇団アクターズ

RAWWORKS

726人

248人

出島

定員 500人

596人

いけばなワークショップ、子ども向け演劇公演、親子向けコンサ

トなど

定員 500人

定員合計 200人

a e2回公演、

各回25人)

9

き
一
口

実
施
済
み

合

今
後
の
予
定
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【繰越明許費】

2款総務費

事業名

予算説明書58~59ページ

1項総務管理費 8目

長崎文化

時問の創

出事業費

補正後

予算現額

金額

支出

予定額

繰越理由

出演者等との調整に不測の日数を要し、事業の実施が年度内に完了しない見込みである

ため。

千円

27,667

繰越

明許費

国庫支出金

千円

18,505

文化振興費

千円

27,667

千円

9,162

県支出金

千円

18,505

財源内訳

千円

千円

9,162

地方債

千円

千円

千円

その他

千円

千、円

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

10
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12

債務負担行為補正

長崎市民会館指定管理
(男女共同参画推進センター)

1、・債務負担行為の目的

長崎市民会館の管理において、株式会社NBCソシアを指定管理者として指定するにあたり、

指定期間である令和3年度から令和 7年度までの指定管理に係る経費 930,550千円のうち、

市民生活部所管である男女共同参画推進センターに係る負担額について、債務負担行為の設

定を行うもの6

なお、中央公民館、文化ホール及び市民体育館に係る負担額 761,700 千円については、別

途、教育費で債務負担行為の設定を行う。

事 項

2 債務負担行為限度額の内訳

(1)限度額の年度内訳

期

令和3年度から

令和7年度まで

間

男女共同参画推進

センタ・」

(市民生活部)

総額

年度

限度額

(設定額)

"

市民会館・中央公民館

(教育委員会)

※限度額については、男女共同参画推進センターの事業の実施に係る費用や、施設の利用に関する業務に
ついて、受付件数又は面積を基に按分。

3

.

305,825

186,110

千円

168,850

(2)限度額の積算内訳(年間運営経費)※消費税を含む

4

33,フ70

186,1 10

152,340

収入

5

33,フ70

333,500

250,000

20,000

25,000

400,000

18,500

186,1 10

年度

利用料金収入

152,340

収入計(A)

6

33,フ70

人件費

需用費

修繕料

役務費

委託料

使用料・賃料

歳出

186,1 10

152,340

3

【単位:千円】

7

61,165

33,フ70

186,110

61,165

4

152,340

66,600

50,000

4,000

5,000

80,000

6,500

合計

61,165

33,フ70

930,550

61,165

5

152β40

66,650

50,000

4,000

5,000

80,000

3,000

61,165

168,850

61,165

6

761,700

、

66,700

50,000

4,000

5,000

80,000

3,000

61,165

【単位:千円】

61,165

7

66,750

50,000

4,000

5,000

80,000

3,000

61,165

61,165

合計

11

66,800

50,000

4,000

5,000

80,000

3,000

305,825

゛

゛、
、

第
ぺ



、、

^

歳出

謝礼金

管理費・公課費

市所要額

歳出計(B)

3

指定管理委託料

(B)ー(A)

財源内訳

3,200

31,975

247,275

3,200

35,425

総客亘

男女共同参画推進

センター

(市民生活部)

186,1 10

247,2乃

事業費

3,200

35,375

市民会館・中央公民館

(教育委員会)

186,110

千円

930,550

247,275

3,200

35,325

国庫支出金

186,110

168β50

247,275

3,200

35,275

761,700

千円

財

186,1'10

県支出金

247,275,

源

16,000

173,375

186,110

千円

1,236β75

地方債

内

930,550

千円

その他

千円

一般財源

千円

930,550

168β50

761,700

12
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【参考

1 施設の概要

a)位置図
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1階

会譜室2
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7階

適応指導教寅

生涯学習課
恐物館準室

個別支掘ルーム

平和マラソン
推進室

工作
準伯室

教 究所

工作室

16

名 輸、

所在地

設置年月日

施設の規模

構 造

設置目的

長崎市民会館

長崎市魚の町5番1号

昭和48年4月1日

敷地面積 5,048.37酢、延床面積 25,415.46市

鉄骨鉄筋コンクリート造地下2階、地上7階

市民の文化的教養の向上及び体育の振興を図るとともに、男女共同参

画を推進し、もって福祉の増進に寄与する目的で設置。

相文化ホール

窒

誤中央公民館

・[亟亟三コ

鄭臣回
住亟刃.

^

1 定理
務

相埜窒粗口

体育室

【凡伊1】

人
権
男
女

共
同
参
画
室

室
内
棄

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧



⑨主な施設内容

施設名

文化ホール

中央公民館

市民体育館

階層

男女共同参画推進センター

地下1階

⑩開館時間の承認の基準

午前9時から午後9時までの時間帯を基本とし、 1日12時閻以上(文化ホールのホ

ールにっいては、午前9時から午後10時までの時間帯を基本とし、 1日13時間以上)

1階

ホール、展示ホール、りハーサル室、第3~

7会議室、和室

2階

6階

音楽室、大会議室

⑪休館日の承認の基準

1月1日から 1月3日まで及び12月29日から12月31日までの期間内

3階

第1

6階

第8~10会議室

2階

2 指定管理者候補者の概要

称'株式会社NBCソシア川名

②所在地長崎市上町1番35号

③代表者・代表取締役長澤和彦

④'設立年月日昭和43年5月8日

⑤主な事業・不動産管理

・一般教育講座に関する事業の運営

・'ラジオ・テレビの放送番組の企画、制作、販売

・イベン.トの企画、制作、演出、・進行

・ホール等の賃貸及び運営

・インターネットによる情報提供サービス・支援

種別

競技場

2会議室、小会議室、和室

7階

軽スポーツ室、トレーニング室、卓球室

1階

第i'~6研修室、視聴覚室、調理実習室

室内楽室、和室、体育室、.工作室

会議室1 ~4、研修室1・ 2、和室

J

3 指定の期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

4 指定管理者候補者の選定方法及び選定理由

a)選定の経過

ア応募団体数 1者

イ提案の概要

伊)提案内容※参考1「事業計画書概要」参照

17

市
民
会
館



、

、

イ)管理運営体制

施設

施設長

市民会館

職種

総括責任者

館長

副責任者

副責任者補助

長崎市民会館長兼中央公民館長

総括責任者

施設管理運営・経理業務等の総

括

職務

経理担当

窓口担当

夜間窓口担当

副責任補助業務

中央公民館長補助兼男女共同参

画推進センター長補助

窓口補助

市,民体育館運営

中央公民館'

経理事務

窓口対応、総合案内、事務

人数

窓口対応、総合案内、事務

市民体育館運営補助

男女共同

参画推進

センター

窓口対応、総合案内、事務補助

兼務

トレーニング室の受付、監視、

器具の案内、メンテナンス、競

技用器具運搬指導、卓球室等利

用補助

館長

館長補助

講座担当

センター長

市民体育館運営補助業務

センター長補助

講座・窓口担当

総括責任者

講座事業計画調整、運営業務

ウ)提案金額(指定管理料)

講座の企画・運営業務

夜間窓口担当

令和3年度

総括責任者

186,110千円

運営業務補助

窓口補助

※委託料上限額:932,288千円(5か年分)

講座等の企画・開催、相談業

務、'情報・資料収集等運営業務

令和4年度

相談業務、情報・資料収集等運

営業務

186,110千円

窓口業務、夜間窓口業務補助

兼務

令和5年度

三十

兼務

186,110千円

兼務

令和6年度

186,110千円

4

令和7年度

18

兼務

186,110千円

30
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ウ指定管理者候補者選定審査会による審査

⑦審査会の人数及び構成 7名

長酒井友文国立大学法人長崎大学会

教育開発推進機構生涯教育センタフ教授

職務代理者橋口正徳自主学習グループ「ハッビータイチ」所属

員小島昭徳公益財団法人長崎市スポーツ協会専務理事

員田中一誠九州北部税理士会長崎支部理事

員中田富士男長崎市立橘中学校校長

員平野啓子ながさき女性・団体ネットワーク会員

員吉田ゆり国立大学法人長崎大学

ダイバーシティ推進センター長

19

q)審査経過

回数

第1 回 令和2年8月3日

開催日

第2回

剛審査報告書の概要

応募者から提出さ.れた申請書類に不備がないか、募集要項、に記載された応募資

格等の要件を満たしているかを確認し、事業計画書等の内容や面接に基づき審査

を行った。

複合施設の利点を活かし幅広い世代に活用を促している点は評価できる。若年

層が館内に入ってもらえる更なる仕掛づくりを求めたい。併せて、コロナ禍の状

況に対応した「りモート講座」の開設などの提案についても期待したい6

中央公民館においては、.長崎市の現状を踏まえたうえで、様々な切口で講座・

イベントを企画し、周知・'集客に努め、長崎の愛情と誇りを育てる拠点づくりを

目指すという創意工夫と意欲が感じられた。

男女共同参画推進センターにおいては、連続性や専門性がある講座の実施や、

テーマによっては広く九州、山口のセンターとの連携も視野.に入れてほしいとの

意見がなされた6

※参考2 「長崎市民会館指定管理者候補者選定審査会審査報告書(写)」参照

令和2年11月2日

令和2年11月4日

・会長の選出

・指定管理者制度、選定審査会の概要の説明

・募集要項等の説明及び協議

・選考方法及び審査基準の説明

・'書類及び面接審査、指定管理者候補者の選定

内容

・_報告書提出

工選定理由

失格基準の全ての項目に該当しておらず、これまでの実績を踏まえて新しい視点

や取組を導入・展開しようとの姿勢・態度が明確であり、'公共施設の運営に対する

誠実さを感じることができ、総合的に安定した運営・が期待できることから、応募者

を指定管理者候補者.に選定した。

委
委
委
委
委
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5 利用者の推移

利用区分

文化ホール

年度

中央公民館

市民体育館

男女共同参画推進センター

平成28年度

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、令和2年3月4日~3月31日の期間.にお

いて、トレーニング室を休室に、他の施設については新規予約受付を行っておりま

せん。

188,187人

172,188人

寸

平成29年度

76,441人

179,694人

53,065人

169,486人

平成30年度

489,881人

75,989人

181,748人

51,979人

巧9,678人

令和元年度

47フ,148人

乃,808人

172,178人

脇,192人

159,740人

470,426人

69,397人

48,194人

449,5四人

r

20

市
民
会
館

合



事業計画書概要

大項目 中項目

} "ユ、r十.、i イ42,ξ'"゛、ι QI、

、 J

長崎市の新しいまちづくりの基本姿勢に沿って長崎市民会館を運営し、
市民のために活かします。

2 事業計画に関する基本的な考え方
(1)市民の安全性確保に留意,し、良好な施設の維持管理を行います。
(2)市民の二ーズを反映し、利便性の向上に努めます。
(3)文化芸術の創造・発信の拠点とし、地域の各団体とのネットワークを
活かした施設の魅力を高めます。
(4)あらゆる世代の利用者が交流し、'個性あふれるまちづくりを目指す新
たな取組みを行います。

3 事業計画
(1)施設の運営に関する業務

市民会館条例及び条例施行規則、業務仕様書に応じた基本的業務を行
うとともにイ利用者の利便性向上を図り'ラジオ、新聞、'テレビなどの

放送媒休を活用し、市民会館の情報発信を行います。
(2)施設における幽主事業の実施

長崎市民会館の施設及ぴ魚の町公園を活用したイベントの開催や新市
庁舎との連携、行政スペースの新たな活用も検討します。

4 施設の開館時間・.休館日

開館時間午前8時45分~午後9時(文化ホールのみ午後10時まで)

休館日 1月1日~1月3日及び 12月29.日~31日

5 施設貸出停止日の提案
市民会館の老朽化に伴い、・施設の安全対策.に力を入れる必要があるが、

保守点検等の作業については、施設全.体を休館するのではなく、利用受
付やアマランス交流コーナー、'図害情報室、幼児室、授乳室等の利用を

可能とすることで、'利用者の利便性を確保すると同時に、施設の内外の
維持管理や保守点検を強化することができると考えております。

Jf、、フ
゛、ミ

提案内容

施設の設置

目的と計画

事業計画

'闇 1'

テーマ

参考1

J U■」匡、

'

、

゛

1 新しい生活様式に沿ったⅧTHコロナの新しい講座のカタチ
講師と受講者がインターネットを介して映像と音声を使用し、双方向

のコミュニケーションを取ることが可能な「ZOOM」を利用することで、
新しい講座のカタチを構築します。

2 中央公民館の事業実施に対する基本的な考え方

(1).社会的課題,地域性、対象者の年齢や性"1上曜日、時間等のライフス
タイルに応じた学習機会を編成Lます。

(2)非営利性、政治的中立性及び宗教的中立性を確保して開設し・ます。
(3)「環境」「人権・平澪山「健康」「福祉」「子育て応援」「団塊シニ
ア世代'」「地域の連携」「まちづくり」「国際理解」「地域の文化や歴
史」等、幅広い目的の講座を開設します。

(4)情報コシテンツを活.用した新しい生活様式に即した講座として、
「zooM」を活用して中央公民館と自宅、講師と受講者がりアルタイムで

双方向のやり取りができる講座のカタチを目指します
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評価項目
1

、,
゛

、

(5)"長崎への愛情と誇りを育てる拠点づくり"を理念に「地域」と「人」
と「施設」.を活かした特色ある講座を開設します。
①長崎が好き!二劃山思いを育て、まちづくりにっなげる講座

まちなかの歴史、文化、人を学びながらシビックプライドを育てます。
長崎出身ノーベル文学賞作家カズオ・イシグロと市民をつなぐ拠点づ
くりを進めていきます。

②若い世代が公民館に魅力を感じる講座
若い世代の二ーズを探り時代に応じた講座に取り組みます。

③子育てを応援する講座

④生きがいづくり生涯学習講座

長寿社会のなか元気で活躍し続けるために「生がいづくり」を目的に、
受講者がっながり、公民館が居場所となる講座を進めていきます。
⑤複合施設を活かした「健康づくり」、講座

音楽室や体育館、体育室を利用する「歌う」「身体を動かす」.講座は、
幅広いジャンルを企画します。
⑥NPO、民間企業と連携する講座

公民館活動を広く周知し、施設の利用度を高めるために、民間施設へ
の出前講座や、NP0や民間企業と連携した講座に取り組んでいきます。

3 男女共同参画推進センターの事業実施に対する基本的な考え方
(1)性別、年齢に関わらず、.すべての市民が、男女共同参画を自らにとっ
て関わりがあるテーマとし、て関心を持ち、実際に行動するきっかけとな
るよ_う、'広く市民の意識啓発を進めます。

(2)市民が求める二ーズを反映し、サービスの向上を図り、利用者数を増
やします。

(3)関係機関とのネットワークを強化し、男女共同参画に関心.をもっ市民
や団体をつなぐ役割を果たします。

(4)民間企業の強みと利点を活かし、男女共同参画推進のために実効性あ
る新しい取り組みを行います。

(5)市民それぞれが心身の健康づくりを推進し、社会生活・家庭生活で充
実した「ワーク・ライフ・バランス」を実現できるような、きっかけづ.<
りを行います。

(6)男女共同参画に閥する知識の普及啓発を行うため、.市民を対象としだ
講座、研修会を開催します。

①施設の運営状況、市の重要施策と関連する取り組み、類似施設におけ
る取り組み、市民二ーズなどを適切に反映させます。
②性別、年齢を問わず広範な市民から参加を得られるよう参加者の視点
に配慮しながら、テーマ、講師、開催日時、会場、対象者、運営方法、
参加者の募集方法などの調整を行います。
③参加者が同伴する未就学児を対象に一時保育を実施します。
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事業計画
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企画"条
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サービスの

向上

1 基本的な考え方

利用者に対L、「おもてなしの精神」をスタッフに徹底するとともに、
各人の能力向上を図り、施設の運営・維持、管理を最適に実施し、業務上
の無理・無駄の排除と、限られた資源の適正な配分を実施します。

2 継続的な人材育成

施設の利用者が多い日、高齢者が多い日などは、状況に応じて利用しや
すい環境を保った・めの人員配置を行い、スタッフの定期的、継続的な研修

、
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評価項自
i.゛

.ン、J .

を行うことで、利用者の増加や利便性を高めます。
(1)基本研修

基本指針、業務内容、責任、接遇のほか法令順守等を含む内容の研修
を行います。

(2)継続研修

個人情報保護に関する研修、「職業人間向上講座(厚生労働省委託事
業)」や中堅職員向け研修などにスタッフを派遣し、業務品質を維持・
向上させる研修体制を整備しま.す。

(3)資格取得助成
管理運営に必要な資格については、スタッフの受験費用を全額会社負

担とし、資格取得を積極的に進めます。

3 環境の整備
利用者の利便性を高めるように配慮し、人的な配置、備品の手配などに

努めます。

4 情報の周知など広報展開
(1)広報活動

独自で発行しているチラシや広報紙に加え、新聞社や放送局などの媒
体やSNSなどを活用し、定期的に市民会館の各種情報を発信します。

(2)ホームページ・ SNSの運用・活用

市民会館のホームページについて、今後「よくある質問」などコンテ
ン,ツの充実を図り、利用者への情報サ」ビス向上を図ります。

また、 Faoebookやブログ等のS NSも活用しながら、タイムリーな情

報を発信します。

(3)チラシの作成

募集強化を行うべき講座にっいて単独のチラシを作成し、併せてホー
ムページにも連動して掲載します。

5 利用者二ーズの把握と反映、利用者の意見や要望
館内に意見箱を設置し、利用者二ーズに反映した満足度の高い催事を

行います。

6 利用者の利便性を高める取組み
(1)条例を遵守したうぇで、早朝入館・深夜利用などの対応を検討します。
(2)利用者視点でのわかりやすぃ施設利用案内を作成します。
(3).ホームページに施設の予約状況を掲載します。
(4)会議室や研修室に可能な限りⅧ一Fi設備を拡大します。

ノ

フサービス改善に向けた検討
アンケートの実施などにより、利用者の様々な声を集め、環境改善、

運営に活かすとともに、内部調整や市との協議を行い、速やかな対応
を心がけます。

1是^8 今後の課題・

(1)利用者がさらに分かりやすく情報を得られるように、既存のホームペ
ージの全面的なりニューアルを検討します。

(2)複合施設としての利点を活かし、文化ホールや市民体育館を活用した
当主事業、市民会館開館50周年に向けてのイベントを提案します。
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評価項目
r
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事業計画

サービスの

向上

(3)市民会館前の公園や新市庁舎が新しくなることに伴い、立地を活かし
て市民が集い、利用しやすい施設を目指します。

9 自主事業の提案

「,長崎市民会館いちょう並木フェスタ」

市民会館の周囲にあるいちょう並木が美しく色づく秋に、市民会館の
各施設の利用促進にっながるよう、近隣の自治会をはじめとする地域の
方、教育機関、文化団体や社会教育団体をスタッフの一員とし、イ.ベン
ト内容や企画について協同して創り上げます。

例:文化ホールを利用した「市民映画会」、市民体育館を活用した
スボーツィベント、展示会、魚の町公園や新市庁舎が新しくなる
ことに伴い、立地を活かした生放送、中継レボートなど

、 (株シNBCソシア

1 自己評価等の実施方針

(1)利用者からの要望、意見、クレ'・ムへの的確な対応

様々な要望・意見等を業務改善の最大のアドバイスとし、利用者の立
場に立ったスピーディーな対応を心がけます。寄せられた要望に対して
は応えられる限り業務に反映させ、更なるサービス向上を目指します。

(2)利用者アンケフトの実施

施設利用者へのアンケートを実施し、その結果をサービス向上や業務
改善に反・映させ、スタッフの接遇や施設の維持管理状況、総合的な満足
度などについて評価していただきます。

(3)自己評価の実施と市モニタリング

自己評価の実施と市モニタリングにより、問題点の共有や改善意欲の
醸・成など職員の意識付けを高め、利.用者からの意見や要望への対応、業
務報告に基づいたモニタリ'ングの結果を業務に反映させます。

評価と改善

1'市民会館全体

(1)利用者の安全・安心を最優先に考え、日常の点検'・清掃・整理を丁寧
に行.い、良好な施設の維持管理に努めます。

(2)・個人情報の管理及び保護を徹底し、業務上知り得た秘密を他に漏らし
たり.、自己の利益のために利用しません。定期的な研修を行い、個人情
報についての管理を徹底します。

(3)'管理運営費の縮減に努めます。

(4)節電・節水、省エネなど環境に配慮しだ管理運営を行います。
(5)市民の二ーズや利用者の意見を反映し、サービス向上を図ります。

2 中央公民館

(1)利用者への均等なサービズを提供するため、接客・応対力の向上に努
め、これまでの実績と経験、才、ツトワークを用いたサ「・ビスの提供を確

J

保します。

(2)地域や利用者の二ーズを反映させた事業の運営を行います。
(3)様々な世代向けの講座の企画と世代間の交流が行えるよう配慮します。
(4)講座の受講生の学びが、個人のみで完結するのではなく、習得した経
験や能力を地域に活かせるよう努めます。

(5)常に主催事業の質の向上を目指します。

(6)市教育委員会と定期的に協議し、教育委員会の生涯学習や社会教育に
関する施策の実施に協力します。

基本事項 基本方針
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評価項目
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3 男女共同参画推進センター
(1)男女共同参画について広く市民の意識啓発を推進します。
(2)男女共同参画に関係する機関と市民・団体をつなぐ役割を果たします。
(3)地域や利用者の二ーズを反映させた事業の運営を行います。
(4).施設の認知や利用促進を積極的に行います。
(5)長崎市と定期的に協識の場を設け、男女共同参画の推進に関する施策
の実施に協力します。

4 貸館の管理・運営
(1)1時間単位での利用対応

これまで、貸室の利用時間枠は、午前・午後・夜間単位だったが、利
用者の利便性を考慮し、1時間単位での利用も可能となることについて、

混乱が生じないよう利用者に説明を徹底し、申請・支払い・'利用まですべ
てがスム「ズにいくよう配慮します。

(2)新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
市のガイ.ドラインに基づき、'以下の点について利用者の安全・安心を

最優先にし、.感染防止に努めます。
ア清掃・消毒の徹底
イ部屋の換気と密を避ける利用の案内
ウ'来場者の.手指の消毒やマスク着用の徹底
工来場者の緊急連絡先の把握
オ各関係機関との連携

}

忌キ

基本方針

(株ンNeCソシア

1 公平性を確保する考え方(基本方針)
・「指定管理者は"行政の代行者"である」ということを充分に認識L

た上で、長崎市民会館の管理運営を行います。
・"コンプライアンス精神(遵法精神)"のもと、関係法令や条例及び施

設運営ルール等を遵守し、平等な利用が確保された運営を行います。
2 公平性を確保する方策
(1)公共施設の運営に関する考え
・コンプライアンスの徹底とスタッフ教育
平等利用の確保のだめに、市民会館条伊」・施行規則・施設運営ルール
などを基にコンプライアンスの徹底を目的としたスタッフ教育を実施
します。

・ホスピタリティ溢れるスタツフの応対

市民会館を訪れる全ての利用者・来館者に対してホスピタリティ溢れ
る応対をします。

基本事項

平等利用の

確保

.

1 市民、地域・団体等との協働
(1)中央公民館では、市民ボランティアと協力して講座や祭りの運営をし

たり、'地域の方や企業の方を講座の講師としてお迎えします。
(2)男女共同参画推進センターでは、市民企画講座や地域講座を開講した
り、女性団体と協働で活動を行います。

伊上市内学生の職場体験やインターンシップの受入れ
市民ボランティアと協力した講座や催事の運営
団体・企業との協働など

2 長崎市との連携
常に情報共有し、より良い長崎市民会館の運営管理に努めます。

協働と連携

゛
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評価項目
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・広報活動の積極化・多元化による清報の公平な提供

情報格差の縮小を目的として、広報活動を積極化・多角化し、利用者
が公平に市民会館に関する情報を入手できる体制の確立を推進L 平等
利用の一助とします。
・施設利用機会の均等な提供

公平な予約受付手順の確立と運用及び地域二ーズに沿った自主事業
を実施します。

・高齢者、障がい者、子育て世帯への配慮

高齢者や障がい者、子育て世帯に対して、館内施設を円滑に利用でき
るよう配慮します。

(2)施設利用に関する公平性

「公共施三幻を運営管理するにあたり、各種法規を遵守し、趣旨に従
い、利用者に対し平等利用を確保します。個人情報保護や情報開示(公
開)を徹底し、公平性,平等性・透明性を推進します。

(3ン情報提供に関する公平性

高齢者やIT機器未整備のため閲覧が不十分な方に対しても、情級
が届くような方法を検酎します。
・マスメディア、 SNSを使った広・報活動
・施設情報パンフレ.ツト・チラシの設置
・館内施設等への案内サイン掲示

・広報活動の積極化'・多元化による情報提供

(4)接客・接遇の公平性

接客・接遇の公平性を担保するために、継続的なスタッフ研修を行い
スキルを磨くとどもに、業務品質の確保に努めます。

(5)障がい者・高齢者・幼児等に対する配慮
・適切なサイン計画の構築
・窓ロスタッフによる車椅子介助など、障がい者・高齢者に配慮し
た応対を行います。
わかりやすい利用案内パンフレットの設置
乳幼児の授乳室案内やオムツ替え場所の案内など

(株) NBCゾシア

平等利用の

確保

基本事項
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1 個人情報の保護
(1)個人情報の保i劃.こ関する考え方

個人情報保護法及び長崎市個人情報保護条例の趣旨を十分に理解
し、、取り扱う個人情報の適正な管理体制を整えるとともに運営に携わ
る全ての職員へ個人情報保護の徹底を図っていきます。

(2)個人情報の管理体制

館長を施設の個人情報責任者とし、個人情級保護及ぴ情報公開にっ
いて、.職員に対して指導・監督を行います。また、定期的な監査を実
施し、管理体制、職員の意識の徹底に努めます。

(3)個人情穀保護に関する教育や研修

勤務する職員全員を対象に個人情報保護に関する教育や研修を継続
的に実施します。

個人情報の

保護



評価項目

2 個人情報の取得及び利用
個人情報を取得する際にはイ利用目的を明確にし、適正かつ公平な手

段によって原則とし'て本人から取得します。また、個人情報は取得の際
に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用し
ます。(情報誌への掲載、ホームページ上でのイベント・'講座情報など)

3 個人情報の第三者への提供及ぴ情叛の管理
法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることな

<、第三者に提供しません。

4 個人情報の管理
個人情報の正確性を保ち、安全に管理するとともに、個人情報への不

正アクセスまたは漏洩、滅失、穀損及び改ざんなどの防止のため、適切か

つ合理的なレベルの安全対策を実施します。
また、安全管理策として、'個人情報管理場所の施錠、情報を記録した

各種媒体持ち出'U禁止、最新版のウイルス対策、不正アクセスセキュリテ

イの実施などシステ・ムセキュリティの強化、個人情報へのアクセスは許可
された者のみ可能とします。

J

基本事項

(株) N eeソ.シア

個人情報の

保護

個人情報

利用者及びスタッフの個人
の氏名、電話番号等

.

゛

情報資産

利用・管理運営データ等

維持管理記録等

金銭記録

報告書、契約書等

管理方法

1.人員体制
管理・運営全体を統括する「統括責任者」を配置し、.管理運営に関す

案件に関し、長崎市及び教育委員会との綿密な連携を行います。

管理運営

体制

施設個人情級保護方針の掲示
職員の教育及び誓約害の取得

紙媒体:施錠管理、コピ」禁止
電子媒体:PCパスワード設定

人員配置

職種

管理方法

・,紙媒体:施錠管理、コピー禁止
・電子媒体:PCパスワード設定
・メール送信時は暗号化

・破棄の場合は破棄記録

統括責任者.①

窓口対応、総合案内、事務全般

■長崎市民会館

館長.①

次長

勤務

1于多!1長

窓口対応、総合案内、事務全般

マネージャー.②

兼務

経理

常勤

受付

業務内容

1名

夜間受付

常勤

受付補助.③

全体統括責任者

常勤

市民会館責任者

市民会館施設の管理運営全般総括

1名

1名

市民会館副責任者、市民会館館長補
佐、

市民会館の窓口の総括・維持管理業
務・経理業務等施設管理運営業務

6名

常勤

常勤

常勤

常勤

市民会館副責任者補助

経理事務全般(専任)

非常勤

窓口対応、総合案内、事務全般
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評価項目

●市民体育館

運営

運営補助

●中央公民館

館長:①

(株) N BCソシア

3名

マネージャー;(亘)

常菫力

2名

講座

人員配置

●男女共同参画推'

兼務

センター長

非常勤

管王里運営

体制

トレーニング室運営管理(受付、 監

視、案内、メンテナンス)、競技場
器具運搬指導、卓球室等利用補助

兼テ劣

マネージャー:②

常勤

市民体育館運営補助業務

常墓力

3名

中央公民館責任者

中央公民館の管理業務総括

センタ

1名

常菫力

中央公民館責任者補助

講座等事業計画調整、.公民館運営業
務全般

兼務

夜間窓口

常勤

講座の.企画・運営業務全般

3名

常勤

男女共同参画推進センター業務の
総括責任者

窓口補助.③

常勤

合計

男女共同参画推進センター総括責
任者補助、運営業務補助

・病気や休暇等によりスタッフ数に不足が生じた場合に対応できる効率的
なスタ、ツフ配置の観点から、各人の業務範を広げるためのスタ.ツフ研修を
行い、館内補完体制を築き上げます。

・自然災害や不測の事態等が発生した時には、市民会館スタッフだけでな
<、本社スタツフを含めて、迅速かっ的確な対応ができるようにします6

2 人材の確保

(1)中央公民館講座:講座の企画、実施運営の業務経験を有する者を1名
以上確保。

(2)男女共同参画推進センタ_一講座:業務経験5年以上を有する者を複数
名確保。

4名

男女共同参画推進のための講座、研
修会等の開催、相談業務、情報・資
料の収集及び提供、関係団体等への
支援事業、施設及ぴ設備の提供、ア
マランスフェスタの実施

非常勤

兼務
30 名

相談業務、情報・資料の収集及び提
供、関係団体等への支援事業、施設
及び設備の提供、アマランスフェ'ス
タの実施

非常勤

収支計画・施

言窒曽;王里

座・窓口

窓口業務'夜間窓口業務補助

1 収支計画について

コロナ禍という状況ではありますが、長期的な展望に立ち、次の方策
により利用者増を図り、利用料金の増収へとつなげていきます。

(1)職員のスキル向上により、利用者満.足度を上げる。
市民会館内でのスタッフ研修だけでなく、社外研修への積極的な参加

によりスキル向上を図り、利用者満足度の上昇につなげる。
(2)"魅力的な講座の開発

「住んでいるまち長崎への愛情と誇りを育てる拠点づくり」をミッシ
ヨンステートメントとして事業を行い文部科学省より第72回全国優良
公民館として表彰された中央公民館と、日本だけでなく海外の事例を取

28
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評価項'目
り入れた講座や積極的な出張講座なども行う男女共同参画推進センタ
ーでは、これからも様々な年齢層の方を対象とした魅力的で市民の方の
ためになるような講座を企画開発・運営していきます。

③積極的な情報発信
SNSの積極的な活用のほか、ホームページのりニューアルを行いま

す。また、 SNSやホフムページなどを不得手とする方に対しては、市

報といった紙の情報ツ」ルや、ラジオといづた広報媒体を活用して補完
します、

(4)利用、しやすい環境づくり(三剣蒲・衛生の整備)
開館より月日が経っているが、他にはない複合施設である市民会館を

さらに利用しやすい環境とするため、修繕費を有効に活用し、・衛生面に
ついても利用者の要望をも.とに利用しやすい環境整備を行います。

(5)人件費について
施設運営に支障がないよう、また、利用者サービス及び安全性を低下

させないために、増員を予定しております。

2 経費の縮減について

a)'コスト面においてPDCAサイクルを取入れ、.常に改善・進化し続け

て、品質・利用者の満足度・費用対効果(コスト削減)を高め、無駄な
支出を省きます。

(2)再委託するべき分野に関しては、できるだけ市登録業者よ.り選定し、
距離による移動・交通にかかる時間や経費のニスト縮減に努めます。

(3),他の指定管理施設と同じ協力会社を選定し、トータルコスト縮減の努
力を行います。

(4)委託料については、必要と認められる範囲のみ.の委託や複数業務の発
注を行うことで経費縮減に努めます。

(5)資源調達では価格比較を行い適切な業者から納入します。
(6)他の指定管理施設と共同研突等により、経費の縮減に努めます。

3 施設管理業務の基準や取り扱い方針
(1)コンプライアンス

企業コンプライアンズを徹底遵守する経営姿勢
①就業規則、賃金規則、育児・'介護規定、行動基準等の整備

社員の働きゃすい環境を整備するため、諸規則を整備しています。
②最低賃金等保障
雇用するスタッフに対して、労働基準法等各種労働関係法規を遵守
します。

③男女共同参画の推進
男女雇用機会均等法を遵守するとともに、ながさき女性活躍推進会
議とも積極的に連携し、性別に関係なく個々の適性や実力による配
置や登用に努めています。また、実際に施設の管理職としても多く
の女性が活躍しています。

④ワークライフバランスの確保
仕事と家庭生活をバランスよく両立できるよう、就業規則や育児及
び介護に関する規程を定めています。

(2)施設及び設備の維持管理業務の考え方について

建物の維持保全は、経済的な施設の維持運営や公共施設の長寿命化を
図るうぇでも、'非常に重要な役割を担っている七考えます。

①維持保全のための主な業務
・「点検」「診断」:建物の劣化や損傷の状況や設備機器類等の劣化、

(株),N BCソシア

管理運営

体制

収支計画・施

言受^王里

.

卓
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作動状況の確認。

・「保守」':定期的に寿命となる部位における部品の交換や注油。
「運転」.正しい操作・作動状況を監視制御して正常な作動の確認
「清掃」.施設の美観を保つ。まナム建物内外の環境を清潔に保ち
業務の効率化、利用者の利便性を保つ。

「修繕」.建物の老化や損傷が進行した場合、機能を損ねた部位や
部材の修理、取替えを行う。

「保安」.:災害時から人命や財産を守るための設備機器が、非常時
に正常に作動するよう日頃から点検、保安を行う。

②安全かつ適吻な施設管理の方法

【建物及ぴ建築設備の維持管理方法】

・来館者の安全を確保するため、建物の床や壁を始めとする施設の危

険個所や修繕を要する箇所の把握に努めます。
・衛生、電気、エレベーター等の建築設備は、専門業者による定期点
検を実施します。

・長崎市及び教育委員会が実施する改修工事について、日程調整等常
に適切な協力体制をとりながら円滑な施設管理が行えるよう努め
ます。

・.再委託業者と定期的な協議の場を設け、管理運営上の問題点や対応
策についての意見交換を行うなど、業務に係る情穀を共有し、その
改善とサービス向上を図ります。
【備品等の維持管理方法】

・備品の状況を把握し、良好な状態で効率的に使用するなどして、
施設の運営に支障をきたさないよう適正な管理を行い、破損・不具
合が生じ利用者に迷惑が掛、からないよ、う管理し・ます。

4 業務の一部を再委託する場合の考え方について

施設の維持管理保守業務の再委託は、当社の監督のもと、各業務に精
通し、高度な知識を有するスタッフで構成される業者との間で行うこと
し、,強固なパートナーシップを構築していきます。

なお＼委託先はイ長崎市内に本社等を持っ企業を優先します。

(株) N eCゾシア

収支計画・施

設管理

管1里運営

体制

/

不特定多数の市民が集まる公共施設における危機管理は、常に起こり得る
ことを把握し、そのことを想定した訓練が重要です。
1 安全管理に関する基本的な考え方

・緊急事態を発生させるりスクを洗い出し、認識します。

・りスクを顕在化させないための防犯・防災対策を適切に整えます。
・万が一緊急事態が発生した場合に備えて、普段から対策を講じ、突発・
不可抗力的な事態にも対応できる体制を整えます。

2 安全を脅かす事態の発生可能性低減(回避)のための方策
・施設利用主催者への申込時火災予防指導の徹底

・巡回による不審者や不審物、火気チェックによる防犯や防火
・子ども、高齢者、障がい者への配慮

・日常的な巡回点検における事故予兆のキャッチ
・'サインの有効活用

'雨天や降雪時の清掃
・利用者と利用状況の把握など

緊急時の対

応
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評価項目

3 有資格所有者および専門家の配慮と活用

施設管理業務を事業の柱とする当社は、当該事業に関連した資格者を
多数擁しています。施設の管理運営にあたっては、これらの有資格者のノ
ウハウを活用して、'安全を脅かす事態を回避します。また、防火管理者、
救急救命講習受講者などの資格者を組合わせて配置することで被害の軽
減に努めます。

4 事故が起きた場合の対応策
(1)緊急時の対応

緊急事態発生時にはマニユアル及び訓練に基づき、適切で素早い対応
を行います。全スタッフが来館者の安全確保を最優先に行動し、市をはじ
め関係機関への報告・連携により、被害を最小限にとどめる努力をします。
(2)事後処理と再発防止

緊急事態発生後は、適切な事後処理と再発防止に向け、発生事案をケ

ーススタディとL館長を中心に全スタッフが再発防止に向けた情報共有
や研修を実施します。

5 防犯・防災・事故防止対策の考え方と取り組みについて
消防・救急が到着するまでの間、スタッフ、主催者、関係者等が協力

し合うて、初期消火・避難誘導・救援活動を行うこと必要です。緊急時の

混乱を防ぐため、日常的にスタッフ一人一人が自主的な行動ができるよう
「11 9番通キ&」「A ED対応」をはじめとする.研修を行い、・習熟します。

6 消防訓練

定期的(年2回)に全館で地震や火災などの災害時を想定した訓練を
実施します。

卓

管工里運営

体制

)

緊急時の対

応

(株)iN蔦ldソシア、

価格 経費

上限額

932,2認,000

円

.
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合計

内訳

930,550,000円'(99.81%)

市民会館・中央公民館
男女共同参画推進センター

761.,700,000円

168,850,000円
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覧

長崎市民会館指定管理者候補者選定審査会

審査報告書

参考2

令和 2年11月

3.2



長崎市教育委員会

教育長'橋田,慶信様

、

毛

長崎市民会館指定管理者候補者選定饗査会における審査結果について(穀告)

長岫市民会館の指定管理者候補者の選定に係る申請内容の審査を行いましたので、審査結

果について次のとおり報告します。
i

1 指定管理者候補者の名称
゛

"第一順位株式会社朋Cソシア

2・選定審査会の構成

長.酒弁友文.国立大学法人長崎大学会

教育開発推進機構生涯教育センター教授冒、

職務代理者'橋口正徳自主学習グループ「ハッピータイチ」所属

委'.員小島昭徳公益財団法人長崎市スポ「ツ協会専務理事

委員'田中一誠九州北部税理士会長崎支部理事
冒.

委員中田富士男'長崎市立橘中学校長

委..員・平野啓子、ながさき女,性・'団体ネットワ」ク会員

委員吉田ゆり'国立大学法人長崎大学ダイバーシテ.イ・推進センター長

3 審査の方法

応募者から提出された申請書類に不備がないか、..募集要項に記載された応募資格等の要

件を満たしてし)るかを確認し、・事業計画妻等の内容や面接に基づき審査を行いました。

審査の結果、.失格基準の全ての項目に該当しておらず、指定管理者とレて適当と思われ
るため候補者として・選定しました。、'

なお、審査にあたっては、公平性及ぴ公正性を確保するため団体名を伏せて実施しまレ
た。

令和 2年11月4日

長崎市民会館指定管理者候補者選定ム

会長酒井"友

0

,
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、

、

4 審査の経緯

回数

第 1 回 令和2年8月3日

第2回

開催日

5 申請団体

・株式会社NBC ソシア

6 審査結果(委員7人中7人による採点結果は別紙のとおりです。)
・第一順位.株式会社NBC.ソシア

安定した経営能力があり、これまでの運営による十分な実績もあり、5年間の確実な運営
が期待できる。 ー、

7 審査会総評

複合施設の利点を活かし幅広い世代に活用を促している点は評価できる。若年層が館内

に入ってもらえる更なる仕掛づくりを求めたい、併せて、コロナ禍の状況に対応.した「リ
モート講座』・の開設などの提案についても期待したい。

中央公民館においては、長崎市の現状を踏まえたうえで、'様々な切口で講座.イベント
を企画し、周知.集客に努め、'長崎の愛情と誇りを育てる拠点づくりを目指すという創意
工夫と意欲が感じられた。

男女共同参画推進センターにおいては、連続性や専門性がある講座の実施やイテーマに

よっては広く九州、山口も視野に入れて連携してほしいのと意見がなされた。

これまでの実績を踏まえて新しい視点や取組を導入・展開しようとの姿勢,態度が明確
であり、公共施設の運営に対する誠実さを感じる二とができ、総合的に安定した運営が期

待できることから、応募者を指定管理者候補者に選定した。

令和 2年11月2日

・会長の選出

・募集要項等の説明及び協議

・審査基準の説明

・書類及び面接審査、指定管理潛候補者の選定

内容

,
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(別紙)

採点結果

大項目 中垣目

評価項目

゛

施設の設逢

目的と計画

全市的な複合施設であることも踏まえ、

施設の効用を最大限に発揮し、施設の設

置目的に沿った成果が得られるもので

あるか

島

.,

事業計画

詳細

中央公民館の講座企画に対する基本的

な考えが社会教育施設としてふさわし

いものであるか。

企画立案

J

男女共同参画推進センター.の講座企画

に対する基本的な考えが男女共同参画

の推進に関する取組みを支援するため

の拠点施設としてふさわしいものであ

るか

配点

サー.ビスの

向上

1

全体

評価と改善

8

. i

施設の利用者の増加や利便性を高める

ための提案であるか

計

第一順位

株式会社

闇Cソシア

56

甲

評価・改善体制があるか

'8

基本方針

当該施設の管理運営業務について、施設

の設置目.的等に合った基本方針・理念を

持っているか

基本事項

'56

和

貸館の管理・運営に関する考えが適切で

あるか(1時問単位の利用への対応、新

型.コロナウイルス感染症に対する方針

など)

8

協働と連携

妃

280

弱

平等利用の

確保

当該施設を利用し活動している市民、地

域、団体等との連携等に係る考え方が適

切であるか.

12

4

個人、浩報の

保護'

84

38 '

215

施設め利用に関し、公平性を確保する考

え方と方策が適切であるか

28

施設の利用者の個人情報の保護に関す

る措置は適切であるか

゛

腿

8

加

騎

'

4

46

28

MO

4
,

28

,4

20

108

28

20
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、

、

管理運営

体制

人員配置

職員配置は、当該施設の業務を行うのに

適切であるか(配澄人数、管理粗織の構

成、.旋設管理に必要な資持を有する鬢、

講座の企画等を行うための知識.経験を

有する者など人材の破保状況など)

収支.計画・

,施酘管理

゛ 一

、

緊急時の対

応

当該施設の業務に係る収支予算妄・管理

に関オる基本的事項は適切であるか

価格

緊急時における、連緒体制等危機管理体

制は適切であるか

『

技術点計

,

経費

経費は適正か

※と限の範囲内において、一定の基準額まで

は経麦の削減努力を評価しまサが、その碁準
額を下回る場合はサーピス水準の低下が懸念
されることから、評価が下がります.

'

、

.

12 84

^
1丸.'

松

計

84

船

を24

,

鯛

56

.

船

,

、

166

38'

゛

644

卯

130

266.

4羽

.

910

196

、

.

卵5

.

'.

,

、

卓

.

.

、

.

'

,
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1 指定管理者の募集

長崎市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第

244条の2第3項及び長崎市民会館条例(平成27年長崎市条例第.1号。以下「条例」という。)第

4条第1項の規定により、長崎市民会館の管理に関する業務を行う指定管理者の募集を行います。

長崎市民会館指定管理者募集要項

【根拠法令】

地方自治法第244条の2第3項

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認める

ときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指

定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができる。

【根拠条例】

長崎市民会館条例第4条第1項

教育委員会は;長崎市民会館の管理を地方自治法(昭和22年法律第'67号)第244条の2第3

項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 施設の設置目的及び概要

a)設置目的

長崎市民会館は、市民の文化的教養の向上及び体育の振興を図るとともに、男女共同参画を

推進し、もって福祉の増進に寄与する目的で昭和48年4月に開館した施設です。

長崎市民会館には、文化ホール(昭和49年1月4日開設)、中央公民館(昭和48年4月1日

開設)、市民体育館(昭和48年4月・1日開設)、男女共同参画推進センター※(平成4年10月・1

日長崎市女性センタ「として開設、平成14年10月1日名称変更)の4施設があります。

※男女共同参画推進センタ」とは、長崎市男女共同参画推進条例第20条に定める拠点施設をいう。

参考3

'

ノ

【長崎市男女共同参画推進条例】

第20条市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、並びに市民及び事業者による男女

共同参画の推進に関する取組を支援するための拠点施設を設置するものとする6

②施設の概要

ア名称長崎市民会館

イ所在地長崎市魚の町5番1号

ウ設置年月日昭和48年4月1日

※その他の詳細は、、別に定める「長崎市民会館指定管理者業務仕様害」(以下「仕様書」とい

う。)を参照してください。
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、

、

3 指定管理者が行う業務の範囲

m 指定管理業務

指定管理老は、次の業務を行うこととします。

なお、詳細は仕様書に従い実施することとします。

ア文化ホール、中央公民館、市民体育館及び男女共同参画推進センターの利用の許可その

他の施設の利用に関する業務

イ中央公民館の事業の実施に関する業務

ウ男女共同参画推進センターの事業の実施に関する業務

工長崎市民会館の各施設及び設備の維持管理に関する業務

オ前'4号に掲げるもののほか、長崎市民会館の各施設の運営に関して教育委員会(男女共

同参画推進センターにあっては、市長。)が必要と認める業務
1

②自主事業

指定管理者は、本施設の設置目的を勘案.し、施設利用者の利便性の向上や施設の魅力を高

めるものと認められる場合はイ本業務の実施を妨げない範囲において、指定管理者の責任と

費用により、指定管理者独自の自主事業を実施することができます。

自主事業を実施する場合は、あら.かじめ教育委員会(男女共同参画推進センターにあって

は、長崎市。以下この号で同じ。)に実施計画書案を提出し、教育委員会の承認を得たうえで

実施していただくことになります。

また、施設への設備投資を伴う事業を行う場合は、加工承諾等を得て実施いただくことに
なります。

なお、教育委員会の承諾を得て実施したものについては、指定の期間が満了したとき、又

は指定の取消しが行われたときは、教育委員会の承認を得た場合を除き、原則、速やかに原

状に回復しなければなりません。

複合施設としての利点を活かした事業や、文化ホール及び市民体育館を活用した自主事業
などを提案してください。

伊上市民会館文化ホール映画祭、市民会館文化ホール音楽祭、市民会館杯00スボーツ大
^ など

※ただし、中央公民館にあっては、社会教育法第23条の規定により収益事業を行うことは

できません。

自主事業の提案の内容が、施設の設置目的に沿うものについては、許可や施設使用料の納

付は不要です。ただし、利用料の定めのある箇所を使用する場合には.、許可手続きを行い、

減免での対応となります。

また、利便性や魅力の向上に資さ.ないと判断される場合、実施は認められません。

4

38

指定の期問

令和3年4月1日~令和8年3月31日(5年間)

5 管理に関する基本的事項

①開館時間及び休館日

指定管理者は、あらかじめ教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、市長。)の



承認を得て開館時間及び休館日を設定することができます。

開館時間及び休館日についても提案してください。なお、承認の基準は長崎市民会館条例

施行規則(平成27年長崎市教育委員会規則第22号。以下「教育委員会規則」という0)第4条

各号、第5条各号及び長崎市民会館条例施行規則(平成27年長崎市規則第乃号。以下「市規

則」、という。)第3条各号、第4条各号のとおりです。詳細については、仕様書を参照してく

ださい。

②施設利用等の許可及び制限

条例、教育委員会規則及び市規則に従って行ってください。

ア施設利用の許可について

教育委員会規則等に従って行います。

イ施設の利用の制限に関する事項

(ア)'条例第7.条第4項各号に定める場合には、使用の許可をしません。また、'長崎市民会

館の管理上必要と認めるときは、利用の許可について条件を付することができます。

(イ)条例第14条各号に該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若し

くは制限することができます。

③主たる業務の一括委託の禁止

指定管理者は、本業務の主要な部分を「括して第三者に委託し、又は請け負わせることは

でぎません。

ただし、指定管理業務の一部の業務を委託する場合で、・あらかじめ教育委員会(.3a)ウ.の

業務を委託する場合は、市長。)の承認を得たときはこの限りではありません。この場合、長

崎市建設工事等鏡争入札参加者の資格審査及び選定要綱(昭和55年8月1日施行)第11'条に

規定する有資格者名簿又は長崎市物品等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱(昭和腿年

12月1日施行)第11条に規定する有資格者名簿に登録されている者(以下「有資格者」とい

う。)、のうち地域区分が市内又は認定市内としての登録がある者を優先してください。

④備品等の取り扱い

指定管理者は、別途協定書等に.定める施設運営に必要な備品を管理します。施設の備品は

長崎市が購入しますが、指定管理者自らの判断により施設の運営のための備品を購入するこ

とも可能です。、この場合、'維持管理も含めた費用は指定管理者の負担となり、購入した備品

の所有権は指定管理者に帰属.します。

'
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⑤関係法令の遵守

指定管理者は、地方自治法、個人情報保護に関する法律、消防法、労働基準法、労働安全

衛生法、最低賃金法その他労働関係法令、条例、教育委員会規則、市規則及び仕様害に記載

しているその他の関係法令等を遵守し、業務を履行しなければなりません。

⑥ 個人情報の取り扱い

指定管理者は、長崎市個人情報保護条伊K平成13年長崎市条例27号)第37条の規定により、



、

電

個人.情報の保護に留意するとともに、業務の実施に関して知り得た個人情報にっいて漏えい、

滅失、改ざん及び殿損の防止、並びに盗用の禁止その他の個人情報の適切な管理のために必

要な措置を講じなければなりません。違反した場合には、'教育委員会(男女共同参画推進セ

ンターに係る個人情報にあっては、長崎市。)は、'損害賠償の請求をすることができます。

また、個人情報の漏えい等の防止並びに本人からの開示の申出及び苦情への適切かつ迅速な

対応その他個人情報の適正な管理を図るために、指定管理者は個人情報の取り扱い規程等を

作成するものとします。

⑦情報の公開

指定管理者は、長崎市情報公開条例(平成13年長崎市条例第28号)第25条の規定により、

情報の公開に関する規程等を作成するなど、施設の管理に関する業務に係る情報公開に関し

必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

⑧秘密保持義務

指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、

自己の利益又は他の目的に使用してはなりません'指定管理期間が終了し、又は指定を取り

消された後においても同様とします。

⑨文書の管理及び保存

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり作成し、又は受領した文書等は、適正に管理・

保存することとします。文害等の管理及び保存の期間については、本業務の終了後5年間と

します。ただし、教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、長崎市。以下この号

で同じ。)が必要と認める文書等については、指定期間終了時に、教育委員会が指示を行い、

引き渡しを受けることとします。

⑩環境への配慮

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたっては、次のような環境への配慮に努めること

とします。

ア省エネルギーの徹底及び温室効果ガスの排出抑制

イ廃棄物の発生を抑制しりサイクルの推進及び廃棄物の適正処理

ウ'環境負荷の低減に配慮した物品の購入(グリーン購入の推進)
、ノ
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⑪その他

令和2年度から令和3年度にかけて、市民会館の前方にある魚の町公園の整備工事を予定

しています。工事期間中は、 2階正面玄関の使用制限や工事による騒音が発生する可能性が

あります。

また、令和4年度には旧公会堂跡地に長崎市役所の新市庁舎が完成する予定です。

(※新市庁舎の建設イメージは以下.ホームページ参照

ht如S ://艸W. c ity.舶部Saki. 1g. jo/syokal/792100/792111/D032698.、html)



6 '経費に関する事項

指定管理者は、教育委員会及び長崎市が支払う指定管理に係る委託料(以下「委託料」とい

う。)・及び利用者が支払う利用料金収入により管理運営を行うこととなります。

び地方消税相当をむです。この上限額を,超えて提案がなされた場合は、その時点で失

格、とし、面接は行わないこととします。なお、委託料の上限額には修繕料20,000千円(年

各4,000千円、うち男女共同参画推進センター修繕*斗1,700千円(年各340千円))

を含みます。

^ び

※本募集要項における経費に関する金額はすべて税込(消費税率10幻とします。

※委託料は、支出(施設の管理運営にかかる経費)から利用料金収入を差し引いた額となりま

すが、その算定にあた?ては、新型コロナウィルス感染症拡大防止(以下「感染症拡大防止」

という。)により利用老数、利用料金収入が減少している状況を考慮しています。詳しくは、

②に記載のとおりです。

が支払う指定 の託料の上限は932

①委託料

「長崎市民会館の管理に関する業務の収支予算書(様式5)」による提案に基づきY支出(施

設の管理運営にかかる経費)から利用料金収入を差し引いた額が委託料となります。管理運

営に入った段階で委託料が不足する場合があっても、教育委員会及び長崎市は不足分の支出

は行いません。

委託料は協定書で定め、会計年度(,4、月1日から翌年3月.31日まで)ごとに四半期に分割

して支払います。

2 88

②・利用料金収入

当該施設は利用料金制を適用します。したがって、'利用者が支払う利用料金(会議室等の

施設及び附属設備に係るもの)は指定管理者の収入となります。利用料金の額は、教育委員

会及び長崎市が条例、教育委員会規則及び市規則で定める.額を基準として指定管理者があら

かじめ教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、市長。以下この号において同じ。)

の承認を得て定めることとなります。

また、'利用料金の減免にっいては、条例、長崎市教育機.関の使用料の減免の基準及び利用
料金の減免の承認の基準に関する規則(平成27年長崎市規則第鉐号)及び市規則で定める基

準に基づき、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て行うこととなります。

なお、災害、その他利用者の責に帰することができない理由により、利用取消届が提出さ

れた場合には、利用料金の返還が生じることがあり'ます。

倉

円消

ノ

及

ア委託料の上限額の考え方

(ア)収入(利用料金)

利用料金収入は、感染症拡大防止の影響があった令和2年6月及び7月の利用料金収

入と、影響がなかった直近4か年(平成 28年度から令和元年度まで)の利用料金収入を

比較し算出しています。
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1、

,

{イ}支出(施設の管理運営に係る経費)

感染症拡大防止による利用者数の減少等を考慮し、人員数、光熱水費使用量等の数量

を見込んでいます。

また、感染症拡大予防ガイドラインにおいて定めている施設管理者として準備すべき

消耗品等(消毒液、非接触型体温計等)に係る経費についても見込んでいます。

イ.運営実績による納付金の考え方

感染症拡大防止による利用者数等の減少については、その影響の終期が見通せない状況

であるため、 6-(2)ーアー伊)のとおり利用料金収入を見込みますが、'今後、少なからずコ

ロナ禍が収束の方向に向かうことで、利用者数、利用料金収入は一定自然増となるものと想

定されます。

そこで、令和3年度及び令和4年度の2年間を自然増が想定される期問とみなし、この

間に利用料金収入が提案額を上回った場合は、上回った額についで原則として全額長崎市

へ納付することとします。ただし、利用料金収入が、感染症拡大防止の影響がなかった3か

年(平成 28年度から平成 30年度まで)の利用料金収入の平均 61,165,899円(消費税率

10%)を超えた場合は、.その超えた額にっいて、提案額の 10%の金額までは指定管理者の

収入とし、'10%を超えた部分については、その超えた部分の 50%を長崎市に納付し、残り

の50%を指定管理者の収入とします。

〔イメージ図〕

感染症拡大防止の影
響がなかった場合

コロナ禍での提案額
( R 3 、 4年度)

42

"、

委託料
500

運営実績

運営経費 1,000

委託料
800

利用料金
500

A

運営実績

運営経費 1,000

B

委託料
800

利用料金
200

^、

ウ委託料の再算定

令和3年度及び令和4年度の2年間を、利用者数、利用料金収入が自然増となる期間と

みなしており、令和5年度には自然増が落ち着くものと見込んでいるため、令和5年度以降

の委託料について再算定を行います。

運営経費 1,000

委託料
800

利用料
【200)

運営経費 1,000

3'50 、

LⅡ5の.

利用料金収入が600となり、感染症拡大防止の影響
がなかった場合の舶0も上回ったため、上回った額
のう.ち 300は長崎市へ納付し、残る 100 について、
提案額 2卯の 10%に当たる 20 は指定管理者の収
入、残る80は指定管理者と市で折半となる。

.

利用料金収入が 350
となり、提案額 200
を上回ったため、,上

回った額 150 は長崎
市へ納付となる。

伽の

手1 料金 600
(300)' Ⅱ0の重

.



具体的には、令和3年度及び令和4年度上半期の概ね1年6か月の期間における利用実

績を踏まえて収支を見直したうえで、委託料を再算定します。

また、令和5年度以降において、利用料金収入が算定し直した見込みを土回った場合は、

その見込みの 10%の金額までは指定管理者の収入とし、10%を超えた部分については、そ

の超えた部分の50%を長崎市に納付し、残りの50%を指定管理者の収入としまず。

〔イメージ図〕

コロナ禍での提案額
(R3 イ 4年度)

運営実績
( R 3 、 4年度)

委託料
800

再算定後
(R5年度以降)

運営経費 1,000}

委託料
800

利用料金
200

運営実績

i

運営経費 1,000

゛

委託料
650

C

、

^

③利用料金の取扱い

利用料金は、施設利用の許可の際に収受するものとし、利用日の属する年度の収入としま

す。令和3年4月1日から令和8年3月31.日までの利用にかかる利用料金が、本公募により

選定する指定管理者の収入となります。

ただし、令和3年3月31日までに現在の指定管理者が収納した令和3年度の利用に係る料

金(前納利用料金)は、委託料として支払います。

また、次期指定期間に係る利用料金については、次期指定管理者に引継ぐものとします。

手1」用料金
350

、

i

、

運営経費 1,000

、
、

、

委託料
650

、

利用料金
350

、

運営経費 1,000

利用料金収_入が550 となり、再算定後の見込み350を上
回ったためL 土回った額200について、再算定後の見込
額350.の'10%に当たる 35は指定管理者の収入、残る 165
は指定管理者と市で折半となる。

利用料金550
(350)

利用料金収入が・200
350 へ増となった分、
料が減となる

④施設における自主事業の経費

自主事業の実施に係る経費についてはすべて指定管理者の負担とし、自主事業により得た

収入については指定管理者の収入となりますが、損失が発生した場合は、すべて指定管理者

の負担となります。

なおイ自主事業により利益が生じた場合、公の施設を使用しての利益であることから、

定割合の長崎市への納付や利用者への還元など利益の取扱いについても併せて提案をしてく

、

【20のー

から

委託

ノ

43



、

、

ださい。基準として、利益の10%までは全額指定管理者の収入とし、その超えた部分の50%

を長崎市への納付もしくは利用者還元に充てることとします。詳細については、協定書にお

いて定めることとします。

⑤委託料の精算等

修繕料を除き委託料の精算は行いません。ただし、指定期間内に次の状況となった場合は、

利用料金収入及び委託料について協議を行うこととしま・す。

ア指定管理業務を追加及び廃止した場合

イ「7 責任の分担」に基づく協議が必要となった場合

⑥修繕料の精算

指定管理者は、修繕料に係る委託料について、支出の内訳を明らかにした精算書を作成し、

教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、長崎市。以下この号で同じ。)が指定す

る日までに教育委員会に提出するものとします。なお、精算した結果、残金を生じたときは、

教育委員会が指定する日までに教育委員会に残金を返還しなければなりません。

協議事項

0

⑦その他

指定管理業務開始前の引き継ぎ準備に係る経費は、指定管理者に指定された団体の負担と

なります。

7 責任の分担

指定管理考と教育委員会(男女共同参画推進センターに係るものば長崎市。以下次表にお

いて同じD の責任分担については、次のとおりです。なお、詳細については、関係法令に基づ

いて、協定書に規定することとします。

J

0

制度・法令変更

税制度の変更

物価変動

施設管理・運営に影響を及ぼす法令等の変更

運営費の膨張

指定・管理者自身に影響を及ぼす法令等の変更

利用者の変動

項目

施設管理・運営に影響を及ぼす税制変更

利用料金の末収

一般的な税制変更

自主事業りスク

物価変動に伴う経費の増

人件費等の運営費の膨張

施設設備等の損

傷

教育委員会の事情による利用者の減

当初の事業計画の利用者見込みとの相違

利用料金の未収による収入減

損害賠償

自主事業の実施に伴い発生するりスク

管理上の職癌による施設・設備・備品の損傷

経年劣化等管理上の毅癌によらない施設・・設

備,備品の損傷

教育委員会

0
管理上の最癌による施設・設備・備品の不備

による事故や火災等に伴う利用者への損害

0

指定管理者

0

0

0

0

※0
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※0

0

0



管理上の蝦症によらない施設・設備・備品の

不備による事故や火災等に伴う利用者への損

運営りスク

管理上の最症(指定管理者の責)による施設・

設備・備品の不備による事故や火災等に伴う

臨時休場等の運営りスク

不可抗力

管理上の最癌によらない律女育委員会の_責に

よる).施設・設備・備品の不備による事故や

火災等に伴う臨時休場等の運営りスク

指定期間開始前の準備及び業務引き継ぎにかかる費用負担

運営管理(企画調整、利用指導、案内、警備、苦情対応)

自然災害等による施設・設備・備品の損傷、

利用者への損害、臨時休場等に伴う運営りス

ク

維持管理(清掃、施設保守点検、設備等法定点検d彦繕、安全衛

生管理)

管理事務所、倉庫等の物品管理

協議事項

有料施設の利用の許可(受付、許可、料金徴収業務)

使用許可の受付・交付事務

J

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置)

0

(責任の範囲

については協

議する)

'

利用料金の収受

施設の目的外使用許可及び目的外使用料の徴収

0

施設の法的管理'(占用許可等)

ず

施設の整備、改修(維持管理に該当しないもの)

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置)に

おける指示等

協議事項

災害復旧、(本格復旧)

火災保険(火災及び災害)

施設賠償責任保険

0

0 (修繕につ

いては、1件当

たりの金額が

50万円未満、

男女共同参画

推進センター

にあっては

34万円未満の

もの)

0

※指定管理者の継続に重大な影響を及ぼすものについては、その都度協議することとします。

<本責任の分担のほか疑義があるものについては、その都度協議することとします。>

8 保険

a)損害賠償

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
※長崎市が加

入する保険と

重複しない範

囲で必要な保

険に加入する
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指定管理者は、故意又は過失によりその管理する・施設又は設備を損傷し.、又は滅失したと

きはそれによって生じた損害を教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、長崎市。)

に賠償しなければなりません。指定管理期問の終了後、又は指定の取消し後も同様とします。

②第三者への賠償

施設の利用者等第三者に損害を与え、賠償を行う.必要が発生した場合、その賠償にっいて

は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条(公務員の不法行為による損害の賠償)、'同

法第2条(公の営造物の暇癌による賠償)に基づき長崎市が行います。ただし、長崎市が指

定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害について、第三者に対して賠償したとき

は、長崎市は指定管理者に対して長崎市が賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用

を請求することができます。

③保険の付保

指定管理者は自らのりスクに対応して、自らの負担において必要に応じて保険に加入して

<.ださい。なお、長崎市は「全国市長会市民総.合賠償補償保険」に加入し.ています。同保険

の賠償責任保険の内容は次のとおりです。

46

施設賠償責任保険契約類型

てん補限度額

9 公募に関する内容

a)指定管理者の公募及びスケジュール

実施スケジュールは次のとおりです。

身体賠償

財物賠償

ア募集要項・資.料の配布

イ質問書の受付

1名につき

1事故につき

ウ応募者説明会及び現地説明会の開催

1事故につき

工

オ面接審査の実施

申請の受付

,D 升1」

カ,選定結果の通知

1億円

キ指定管理者の指定の手続き

10億円

ク指定管理者との協定締結

2千万円

ケ.指定管理者による管理の開始

※オの日程、場所等詳細については、後日応募団体に連絡します。

令和 2年9月.17日(木)~10月26日網)

②指定管理者の公募手続き

ア募集要項等の配布

募集要項、仕様書及び申請害等の資料は、長崎市指定管理者ホームページからダウンロ

令和 2年9月17日(木)~10月2日(金)

① 1回目_締め切り 9月28日絹)

② 2回目締め切り 10月2日(金)

令和 2年10月1日(木)

令和2年10月5日絹)~10月26日く月)

令和2年11月初旬

令和2年11月中旬

令和 2年12月

令和3年1月

令和3年4月1日(木)

、ー



ドできます。また、長崎市教育委員会教育総務部生涯学習課の窓口でも配布します。

長崎市指定管理者ホー・ムページURL:

イ質問書の受付

募集要項に関する質問を次のとおり受け付けます。 1 回目の質問への回答は、10月1日

開催の説明会及び長崎市指定管理者ホームページ上にて行います。また、2回目の回答は、

説明会参加団体及び質問団体にFAX又は電子メールにて回答し、併せてホームページにも掲

載します。

h杜://W艸. c it . na asak i. 1

受付期間:①令和2年9月17日(木)~9月28日絹)

②令和2年10月1日(木)~10月2日(金)

受付方法:質問書,(様式8)に記入のうえ、郵送、 FAX又は電子メールにて送付してく

ださい。電話(口頭)での質問は受け付けません。

※ FAX及び電子メールでの送付については、必ず通信の確認(電話にて)を

お願いします。

提出先:長崎市教育委員会教育総務部生涯学習課(長崎市民会館7階)

担当百武、大道

〒850-0874 長崎市魚の町5番1 号

電話 095-829-2044 (直通)

j /s okai/760000/764000/index. html

ウ応募者説明会及び現地説明会の開催

募集要項の内容、提出書類、業務の内容及び施設の概要等にっいて、次のとおり説明会

を開催します。応募を予定している団体は必ず出席してください。

FAX 095-829-2066

メールア、ドレス Sho aku@cit ..na asaki. 1

.

ノ

開催日時:.令和2年10月1日(木) 10時から12時まで

開催場所:長崎市民会館(長崎市魚の町5番1号)

参加人数:各団体3名まで

申込方法:申込書(様式9)に記入のうえ、郵送、FAX又は電子メールにて9月29日(火)

午後5時30分(必着)までに送付してください。

※FAX及び電子メールでの送付については、必ず通信の確認(電話にて)を

お願いします。

申込先:上記イ,質問書の提出先に同じ

/
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工 申請の受付

申請書類を次のとおり受け付けます。

受付期間:令和2年10月5日(月)~10月26日網)

午前8時45分から午後5時30分まで(ただし、10月26日は正午まで)

提出期限:10月26日明)正午(必着)

受付場所:長崎市教育委員会教育総務部生涯学習課(長崎市民会館7階)

※申請書等の提出は持参又は郵送とします。

※持参の場合は平日のみとします。



、

、

10 応募に関する事項

側応募資格

法人その他の団体であり、次の事項をすべて満たすものであること。

ア長崎市の有資格者であること。

イ'有資格者名簿に地域区分が市内又は認定市内としての登録がある者であること。

ウ本公募に参加しようとする者のうちに、資本,・人的関係がある者が含まれてぃない者で

あること。

※複数の団体がグループを組み応募すること(以下「グループ応募」という。)もできる二と

とします。ただし、この場合にあコては、グループを構成する団体すべてにおいて、個別

に応募.資格を満たしている必要があります。また、応募に伴い代表構成員を定め、責任体

制を明確化することとし、協定締結においては、・すべての構成員を協定の当事者とします。

【有資格者名簿への登録について】

本施設の指定管理者に応募するためには、長崎市の有資格者名簿に登録されていることを条

件とします。名簿登録がない団体は、長崎市の

・物品製造等

・建設工事

・建設コンサル

のいずれかの名簿への登録手続きを行ってください。

(手続先)

〒舗小8聞5'.長崎市桜町2番22号(長崎市役所本館4階)

長崎市理財部契約検査課総務係電話四5-829-1160

(手続内容)

次の害類を持参又は郵送により提出してください。
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※ に

名簿の種類

物品製造、等

る日佳つし.、ては上己手

建設工事

建設コンサル

競争入札参加資格審査申請書(物品製造等)

なお、必要な書類等については、'契約検査課窓口、又は、次のURLで取得できます。

物品製造等 ht如://州. ci・ty. na三as,akl. 1Ξ. jp/jigyo/320000/321000/P02腿39. html

建設工事 ht如://WWW,,c ity. na肌Saki. 1g. jp/jiEyo/320000/321000/P026798. html

建設コンサル ht如://W艸. city, na部Saki. 1gJP/jigyo/3200卯ノ321000/D026834. html

」般競争噛名競争}入札参加資格審査申請書

~建設工事~

一般競争脂名競争)入札参加資格審査申請妻

~建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務等~

へおい厶わせくださ.い

提出書類

ウ 3年以上の実綾を有する(過去3か年分の財務諸表を提出できる)団体であること。.ただ



し、法人以外の団体においては、この限りではありません。

長崎市税、法人事業税(長崎県分に限る)、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。工

②'応募団体の制限

応募しょうとする団体(グループ応募の場合は、すべての構成団体)が次に掲げる項目に

該当しないこと。

ア長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)第2条の規定により長崎市における一般

競争入札等の参加を制限されている場合。

イ会社法'(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は

破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立
r

てがあった場合。

ウ会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て、又は

民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがあった

場合(更生計画の認可が決定され、又は再生計画の認可の決定が確定された場合(建設工

事に係る有資格者にあっては、更生手続開始又は再生手続開始の決定日以後を審査基準日

とする経営.事項審査を受け、長崎市の入札参加資格審査申請書を再度提出し、その審査を

経て有資格者として認定された者に限る。)'を除く。)

工指定管理者の指定取消しを受けたこと又は業務の全部若しくは一部の停止を命じられた

ことがある場合。

オ長崎市指定管理者暴力団対策要細(平成17年12月21日施行)第3条の規定により、代表者

等が暴力団関係者、暴力団関係者を使用、暴力団関係者に対して金銭、物品その他の財産

上の利益を供与、暴力団関係者と密接な交際等を有している団体に該当する場合。

力長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領(平成7年11月7日施行)'又は長崎市各種

契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱(平成25年.7月3日施行)の規定による

指名停止措置の期間中である場合。

i

③必要な資格等

次の免許又は資格等を有する技術者を雇用していること。

また、グループで応募する場合は、いずれかの団体が取得し、又は雇用しているこ'と。(取

得又は雇用見込みを含む。)なお、ア~ウの資格を必要とする業務については再委託不可とし

ます。また、土~セの免許又は資格等が必要な業務を再委託する場合は、再委託の必須条件

となります。

ノ

可

ア建物の防火管理

イ防災管理業務

対象業務

ウ 自衛消防組織業務

工機械設備運転管理

甲種防火対象物の防火管理者の資格所有者

防災管理者の資格を所持する者

自衛消防組織に係る講習を受講し、自衛消

防組織の総括管理者になることができる者

免許・資格等

危険物取扱者乙種

ボイラ『技士1級

第3種電気主任技術者
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再委託の可否

不可

不可

不可

2
 
3



、

、

オ建築物環境衛生管理業務

カエレベーター保守点検業務

キガス空調設備保守点検業務

ク冷温水器保守点検業務

ケ冷暖房制御機器保守点検業務

コ

サ自家用電気工作物保守点検業務

受水槽等保守点検業務

J

消防用設備保守点検業務

ス直流電源装置保守点検業務

建築物環境衛生管理技術者

セ防.火設備保守点検業務

法定点検資格者(昇降機等検査員)

11 申請書類

申請時に以下の書類を提出してください。(原本1部、写い5部)

a),・指定管理者指定申請書(第1号様式)

②グループ応募構成書兼委任状(様式2)(グループ応募の場合のみ)

③団体の概要書(様式3)

④事業計画書(様式4)

⑤当該施設の管理に関する業務の収支予算書(5か年)(様式5)

⑥定款、寄附行為、,規約その他これらに類する書類

⑦申請書を提出する日の属する事業年度の申請団体の収支予算書及び事業計画書並びに前3

事業年度の収支計算害、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書(明細害付)、法人

税申告書別表1、 4、 5の写し(税務署の受付が確認できるもの(電子申告については、受

信通知の写しを添付すること))その他団体の事業及び経営の状況を明らかにする書類(法人

以外の団体を除く。)

⑧法人の登記事項証明書 C去人以外の団体にあっては、剛で確i鋤及び役員名簿(様式6)

⑨'印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

⑩納税に関する証明書(発行から3か月以内のもの)

・長崎市税においては完納証明書

・法人事業税(長崎県分)の納税証明書(直近の事業年度分)

・消費税及び地方消費税の納税証明書(直近の事業年度分)

※納税義務のある場合のみ。

⑪申立書(「10 応募に関する事項」の「②応募団体の制限」に該当しない旨の申立書)(様

式7)

法定点検資格者

法定点検資格者

法定点検資格者

法定点検資格者(水道技術管理者等)

電気主任技術者

法定点検資格者(消防設備士又は消防設

備点検資格者)

法定点検資格者(電気主任技術者)

法定点検資格考(防火設備検査員)

可

可

可

可

可

可

可

可
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可

可

【注意事項】

注1 提出書類は、官公署が発行する証明書等やむを得ない場合を除き日本工業規格のA4版

とします。

注2 写い5部は、審査の公平性を確保するため、団体(構成団体を含む。)が特定できないよ

う団体の名称、住所、電話番号等をすべて伏せて提出してください。

、

、
ソ



12 申請に際しての留意事項

m 接触の禁止

本件提案に関して、長崎市民会館指定管理者の候補者の選定審査会(以下「審査会」と・い

う。)委員、長崎市職員、その他本件関係者に応募者が接触することを禁止します。応募者か

特定の者を有利にし、又は不利にするような働きかけを行ったときは失格とする場合があり

ます。

なお、審査会委員は次のとおりです。

小島昭徳'(公益財団法人長崎市スポーツ協会)

酒井友文(国立大学法人長崎大学教育開発推進機構生涯教育センタヤ)

田中「・.誠(九州北部税理士会長崎支部)

中田富士男(長崎市立橘中学校)

橋口正徳.(自主学習グループ「ハッピータイ・チ」)

平野.啓子(ながさき女性・団体ネットウーク)
f

吉田ゆり(国立.大学法人長崎大学ダイバーシテイ推進センター)

②'応募の制限等

本施設への応募は、

1 申請のみとしま・す。

③申請内容変更の禁止

提出されだ書類の内容については、提出期限後において変更することはできません。ただ

し、提出期限後その内容に明らかな錯誤があると認められる場合は、'審査会での協議により

訂正することができます。

1団体(グループ応募の場合は、グループを構成する各団体)につき

〆

、④ 虚偽の記載をした場合の無効

提出された書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。

ノ

⑤申請書類の完備

「1T 申請書類」に掲げるすべての申請書類が揃っていない場合は、申請を受け付けま

せ'ノ。

⑥応募書類の取り扱い

提出書類は返却しません。.なお、申請団体が提出した書類の著作権は、申請団体に帰属し

ます。・ただし、教育委員会は指定管理者候補者の選定を行う際や長崎市議会の審議等必要な

場合は、提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。

また、書類は長崎市情報公開条例に基づき公開することがあります。
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⑦ 応募の辞退

申請後、辞退する場合には(様式10)を提出していただきます。



、

、

⑧費用負担

応募に際して発生する費用は、選定の有無にかかわらず応募者の負担となります。

13 審査及び選定の基準

m 審査方法

指定管理者の選定にあたっては、外部委員による審査会において、技術点及び価格点の合

計で評価を行う.総合評価方式により審査し、審査会での審査の結果を踏まえ教育委員会にお

いて指定管理者候補者を選定後、長崎市議会の議決を経た上で指定管理者を指定します。

②'審査の内容

ア資格審査

提出された書類により、必要資格等の審査を教育委員会において行います。

イ書類・面接審査

応募内容や事業計画の取り組み内容などについて、審査会が、書類及び面接にて審査を

行います。

③選定基準

ア安定した経営能力については、提出された書類により評価を行います。

イ上記以外において、審査における評価項目及び配点は次のとおりです。

区分
大項目 中項目

施設の言斐置

目的と計画

事業計画

評価項目

技術点

全市的な複合施設であることも踏まえ、施設の

効用を最大限に発揮し、施設の設置目的に沿っ

た成果が得られるものであるか

企画立案

中央公民館の講座企画に対する基本的な考え

が社会教育施設としてふさわしいものである

か。

詳細

男女共同参画推進センターの講座企画に対す

る基本的な考えが男女共同参画の推進に関す

る取組みを支援するための拠点施設としてふ

さわしいものであるか

サービスの

向上

評価と改善

基本事項

施設の利用者の増加や利便性を高めるための

提案であるか

基本方針

配点

評価・改善体制があるか

当該施設の管理運営業務について、施設の設置

目的等に合った基本方針・理念を持っているか

貸館の管理・運営に関する考えが適切であるか

(1時間単位の利用への対応、新型コロナウイ

ルス感染症に対する方針など)

20

40
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4



協働と連携

平等利用の

確保

当該施設を利用し活動している市民、地域、団

体等との連携等に係る考え方が適切であるか。

個人情報の

保護

施設の利用に関し、公平性を確保する考え方と

方策が適切であるか

管理運営

体制

施設の利用者の個人情報の保護1こ関する措置

は適切であるか

人員配置

職員配置は、'当該施設の業務を行うのに適切で

あるか栖e置人数、管理組織の構成、施設管理

に必要な資格を有する者、講座の企画等を行う

ための知識・経験を有する者など人材の確保状

況など)

収支計画・

施設管理

価格点

緊急時の対

応

価格

当該施設の業務に係る収支予算害・管理に関す

る基本的事項は適切であるか

④失格基準

ア'施設を管理運営する安定した経営能力がないと明らかなとき

イ「6 経費に関する事項」で定める教育委員会及び長崎市が支払う委託料の上限額を超

えて提案がなされたとき

ウ評価項目の大項目のすべてにおいて、配点の50%未満となるとき

工技術点の区分の合計点が配点の60%未満となるとき

オ「企画立案」、「人員配置」のいずれかが0点であるとき

緊急時における、連絡体制等危機管理体制は適

切であるか

4

経費

子

経費は適正であるか

※上限の範囲内において、一定の基準額までは

経費の削減努力を評価しますが、その基準額

を下回る場合はサービス水準の低下が懸念

されることから、"評価が下がります。

4

ノ

4

⑤選定結果

選定結果については、採択、不採択に関わらず、申請団体に通知するとともに、長崎市指

定管理者ホームページ等において、申請者名、順位、点数等を公表します。

指定管理者候補者に決定した団体については、指定管理者選定結果通知書により通知する

こととします。

また、指定管理者候補者に決定した団体が、管理の開始までに「10 応募に関する事項」

に規定する要件を満たさなくなったときは、すみやかに教育委員会に届け出てください。

12

12

詑

8

14 指定管理者の指定の手続き

指定管理者は、地方自治法の規定により長崎市議会の議決を経たうえで指定されます。指定

議案は令和2年11月長崎市議会定例会に提案することを予定しており、議決後、指定団体に通

知します。

認

J
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15 協定に関する事項

指定管理者の指定後に、指定管理者と教育委員会及び長崎市とにお.いて指定管理業務に係る

管理業務上詳細な事垣にっいて、・協定を締結します。

また、協定書に定めのない事項が発生した場合には、改めて協議することとします。

川協定に盛り込む事項

ア総括的事項

・施設の概要(施設の名称、規模、開館時閻、休館日など)

・指定期間

イ管理業務の履行に関する事項

・業務の範囲に関する事項

・個人情報保護に関する事項

・情報公開に関する事垣

・職員への教育・研修

・利用者等からの苦情への対応

ウ施設の利用に関する事項

・・利用料金に関する事項

・自主事業に関する事項

工委託料に関する事項

・委託料の金額

・支払方法及び精算方法

オ事業の実施に関する事項

・実施計画の実施に関する取り決め事項

力責任分担に関する事項

キモニタリングに関する事項

・事業報告書の作成及び業務報告に関する事項

・利用者アンケートに関する事項

・事故報告に関する事項

ク指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

ケ業務不履行時等における違約金に関する事項

コ指定期間終了に伴う措置に関する事項

サ'その他必要な事項

③協定が締結できない場合の措置等

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事頂に該当するときは、その指定を取り消す

ことがあります。

ア正当な理由なくして協定の締結に応じないとき
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②協定の締結に際し必要な事項

協定の締結に際し必要な事項については、指定管理者と教育委員会及び長崎市が協議のう

え定めることとします。



財務状況の悪化等により、指定管理業務の履行が確実でないと認められるとき

著しく社会的信用を損なうなど、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき

16 モニタリング

教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、長崎市。以下本モニタリングの事項に

おいて同じ)は、当該施設の円滑な運営を確保するため、指定期間中、指定管.理業務の実施状

況を把握するモニタリングを実施します。
1

指定管理者は教育委員会が行うモニタリングに必要な調査及び報告を行うこととします。

指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務等において、基準を満たしていないと認

めるときは、教育委員会は改善等必要な指示を行い、これに従わな'い場合は、業務の停止や指

定の取消しを行うことがあります。

17 指定の取消し及び違約金

m 指定取消し等の要件

教育委員会は、指定管理者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、

又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。

なお、指定の取消し等に伴い指定管理者に損害、損失又は増加費用が生じても、教育委員

会はその賠償の責めを負いません。

また、、指定を取消した場合において、教育委員会に損害、損失又は増加費用があるときは、

指定管理者は教育委員会に対し、その損害等を賠償することになります。

ア指定管理者が虚偽又は不正な手段により指定を受けたとき。

イ指定管理者自らの責めに帰すべき事由により、指定を受けた後、業務の辞退や協定書の

解除の申し出により本業務を履行レない又は履行の見込みがないと認められるとき。

ウ協定又は関係法令等の条項に違反したとき。

工本募集要頂「10 応募に関する事項」の「a肱募資格」に定める要件(アを除く).を

満たさなくなったとき。

オ施設の管理に重大な支障が生じる又は生じる恐れがあるとき。

力著しく社会的信用を失ったとき。

キその他、・教育委員会が必要と認めるとき。

②業務不履行時等の違約金

指定の取消し等で業務不履行となった場合は、違約金として、指定管理者が教育委員会及

び長崎市に提出した本施設の管理に関する業務の収支予算書における指定期間に係る委託料

の額から、教育委員会及び長崎市が認める正当な履行部分に相当する額を除いた額の100分の

10に相当する額を長崎市に納付していただきます。

なお、「6 経費に関する事項」の「Π)委託料」により前金払いにて支払われた委託料のう

ち、業務不履行部分に係る委託料については、返還していただくこととなります。

18

側

その他の事項

指定管理者として議会の議決が得られなかった場合等の措置

.

゛
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次のいずれかに該当した場合は指定管理者に指定しません。

なお、いずれの場合においても、指定管理者候補者が応募に関して負担した費用及び管

理運営の準備のために負担した費用.については、すべて指定管理者候補者の負担とします。

ア長崎市議会での議決が得られない場合

イ議決を得るまでの間に、指定管理者に指定することが著しく不適当と認め・られる事項が

生じた場合

②業務の継続が困難になった場合の措置

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに

教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、長崎市。.)に報告するものとし、その

場合の措置については、次のとおりとします。

ア指定管理者の責めに帰すべき事由による場合

指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合又はそのおそれ

が生じた場合には、教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、長崎市。)は指定

管理者に対して改善等の指示を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることか

できるものとします'また、指定管理者がその期間内に改善することができなかった場合

には、教育委員会は指定管理者の指定を取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じ

ることができるものとします。

なお、指定管理者の指定が取り消され、・又は業務の全部若しくは一部が停止された場合

には'門 7 指定の取消し及び違約金」と同様に取り扱うこととし、_その旨を協定書に規

定するものとします。

イ不可抗力等による場合

不可抗力その他指定管理者及び教育委員会(男女共同参画推進センタ」にあっては、:長

崎市。)の責めに帰することができない事由により業務の継続が困難となった場合は、指定

管理者と教育委員会(男女共同参画推進センタ」にあっては、長崎市。)は、業務継続の可

否等にっいて協議を行い、継続が困難と判断した場合は、教育委員会は、指定管理者の指

定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとします。
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③業務の引き継ぎについて

指定期間の終了又は指定の取消しにより次の指定管理者に引き継ぐ場合は、円滑かつ支障

なく引き継ぎができるように協力していただくこととなります。

【問い合わせ先】

長崎市教育委員会教育総務部生涯学習課(長崎市民会館本館7階)

担当百武、大道

〒850-0874 長崎市魚の町5番1号

電話 095-829-20"(直通)

FAX 四5-829-2066

メールアドレス、 sho_部ku@ci.ty. na師Saki' 1g. jp



長崎市民会館指定管理者業務仕様書

長崎市民会館の指定管理者の業務の内容及びその範囲等は、本仕様書により行うものとします。

なお、本文中に「条例」とあるのは「長崎市民会館条伊1(平成27年長崎市条例第1号)」、「教育委員

会規則」とあるのは「長崎市民会館条例施行規貝IK平成27年長崎市教育委員会規則第22号)」、「市規則」

とあるのは「長崎市民会館条例施行規則(平成27年長崎市規則第73号)」を表します。

1 趣旨

本仕様書は、長崎市民会館の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法にっいて定めることを目
的とすします。

2 長崎市民会館の沿革

長崎市民会館は、'長崎開港.400周年事業とレて長崎市が建設し、昭和48年・4月1日に開設した、,文

化ホール・中央公民館・市民体育館・男女共同参画推進センターの機能を有する複合施設です。

市民の文化的教養の向上及び体育の進行を図るとともに、男女共伺参画を推進し、もって福祉の

増進に寄与することを設置目的としています。

3 施設の概要

長崎市民会館称n)'名

長崎市魚の町5番1号捻}所'在地

③設置年月日 昭和48年4月1日

④'施設の規模 敷地面積 5,048.37nr

延床面積 25,415.46市

鉄骨鉄筋コンクリート造 地下2階、地上7階⑤構

⑥施設
、

階

地下

2階

"

室

地下駐車場

(地下 1 階の

一部を含む)

1

地下

1階

ノ

名

文化ホ「ル

1階 男女共同参画

推進センター

駐車台数普通車168台二輪車73台(地下1階を含む)

※長崎市土木企画課の所管であり、別途指定管理者により管理を行って

いる。

2階

文化ホール

ホールの舞台・楽屋・観客席、りハーサル室、展示ホール、第3~7会議

室等

文化ホール

3階

4階

、
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中央公民館

会議室1~4、研修室1・ 2、和室、幼児室、授乳室、図書情報室、交流

コーナー、事務室等

5階

市民体育館

6階

ホールのロビー・観客席,売店、'大会議室、音楽室等

主な内容・設備

市民体育館

第1

市民体育館

7階

※ホール、展示ホール、トレーニング室以外は長崎市.公共施設案内・予約システム対象

調理実習室、第1~6研修室、視聴覚室等

文化ホール

2会議室、小会議室、和室等

中央公民館

競技場、,観覧席等

吹き抜け

トレ'ニング室、卓球室、軽スボーツ室、男女更衣室、男女シャワ一室等

第8~10会議室

体育室、和室、室内楽室、・工作室等

造
容内
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⑧利用者数及び利用料金収入

ア利用者数

利用区分

文化ホール

年度

市民体育館

中央公民館

男女共同参画推進
センター

平成28年度

449,509人470,426人47フ,148人489,881人合 升

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、令和2年3月4日~3月31日の期間

において、トレーニング室を休室に、他の施設については新規予約受付を行って

おりません。

188,187人

172,188人

平成29年度

イ利用料金収入

平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度年度

60,119千円 60,697千円 59,346千円 60,283千円金額

※令和3年4月1日より、利用者の利便性の向上を図るため、貸室の利用許可単位を「午

前9時から正午まで」「午後1時から午後5時まで」「午後6時から午後9時まで」を基本

としながら、1時間単位での利用もできる見直しと、市民体育館トレーニング室において、

12時から13時を開室とする見直しを行っております。(参考:資料①)

76,441人

179,694人

53,0鉐人

169,486人

平成30年度

75,989人

181,748人

51,979人

巧9,678人

令和元年度

業履行に際しての本的な考え方

業務の履行にあたっては、次に掲げる基本的な考え方に沿って行ってください。

a)市民の文化的教養の向上及び体育の振興を図るとともに、男女共同参画を推進し、もって福祉

の増進に寄与するという設置目的に基づいた施設の管理運営を行ってください。

②中央公民館の事業について、社会教育法第22条各号に定める、定期講座の開設、討論会・講習

会・講演会等の開催等の利用促進、体育・レクリエーション等の開催、各種の団体・機関等との連

携、住民の集会等公共的利用に供すること等について、長崎市総合計画をはじめとする長崎市の

各種施策及び「公民館運営方針(資料②)」を踏まえ事業を実施してください。

③男女共同参画推進センターの事業について、長崎市男女共同参画推進条例の基本理念のもと、

長崎市男女共同参画計画に基づき、「研修会・講座等事業」「相談事業」「情報提供事業」「関係団体

支援事業」「施設・設備提供事業」「その他男女共同参画の推進のために必要と認める事業」を総合

的に実施してください。併せて、長崎市総合計画をはじめとする長崎市の各施策を踏まえて事業

を実施してください。また、市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する取組を支援し、活

動の場を提供してください。

④公の施設として、地域住民が気軽に、平等に利用することができるよう配慮し、利用者への均質

均等なサービスの提供を常に確保してください。

⑤事業計画書等に基づき、利用者が快適に施設を利用できるよう適切な対応を行うとともに、効

率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の縮減に努めてください。

⑥住民が気軽に集まりやすいことから、それが最大限有効活用されるよう利用促進に努めるとと

もに、利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めてください。

⑦個人情報の保護及び管理を徹底するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らすなど、自己の

利益のために利用しないでください。

75,808人

172,178人

53,192人

巧9,740人

69,397人

48,194人

6
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⑧、利用者の安全管理に留意するとともに、施設の環境保全に努め、良好な施設の維持管理を行う
ことを基本とレてください。

⑨長崎市教育委員会(以下、「教育委員会」という)と定期的に協議の場を設け、生涯学習や社会

教育に関する施策の実施に協力してください。

⑩長崎市と定期的に協議の場を設け、男女共同参画の推進に関する施策の実施に協力してくださ

い。

⑪教育委員会及び長崎市が実施する事業に協力してください。

5 指定期間

令和3年4月1日から令和.8年3月31日までの5年間とします。

6 法令等の遵守

長崎市民会館の管理運営及び事業の実施にあたっては、本仕様書のほ力)、次に掲げる法令を遵守

し、業務を遂行してください。

なお、指定期問中に前各号に規定する法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様としま

す。

m 地方自治法

②社会教育法

③男女共同参画社会基本法

④個人情報保護に関する法律

⑤消防法

⑥労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法その他労働関係法令

⑦長崎市民会館条例

⑧長崎市男女共同参画推進条例

⑨長崎市民会館条例施行規則(長崎市教育委員会規則)

⑩長崎市民会館条例施行規則(長崎市規則)

⑪長崎市個人情報保護条例、長崎市情報公開条例

⑫長崎市暴力団排除条例

⑬長崎市教育機関の使用料の減免の基準及び利用料金の減免の承認の基準に関する規則

⑭その他業務を遂行する上で関連する法令等がある場合は、それらを遵守してください。

7 職員の配置

職員の勤務形態等については、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令を遵守し、適正な労

働条件の確保やその他の労働環境の整備に努めるとともに、施設の運営に支障がないように定めて

ください。

また職員は、職員の休暇等により、職員に不足が生じた場合、それぞれ従事し不足を補完すること

とします。なお、日常業務だけでなく、不測の事態や災害時にも迅速かつ的確な対応ができる職員を

配置じてください。

指定管理者による.一元管理となることを考慮し、利用者サービス及び利用者の安全性を低下させ

ないという条件の.下、経費削減ができる効率的な職員の配置についての提案を事業計画書(様式4)

及び収支予算書(様式5)に記載してください。

業務ごとの配置については以下の点に留意してください。
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価)施設の管理運営に係る職員の配置

ア長崎市民会館の施設の管理運営全般を総括する責住者を長崎市民会館長として配置すること
とします。

イ長崎市民会館の窓口業務の総括及び維持管理業務、経理業務を行う職員として、専任の常勤

職員を.1名配置することとします。

ウイのほか、長崎市民会館の窓口業務を行う職員は、本仕様書に掲げる業務に支障のないよう



に配置することとします'

②市民体育館の管理に係る職員の配置

アトレーニン.グ室の運営にあたっては、体育館練習利用券の受付、館内の監視、利用者への案内

を行う職員を常時1名以上配置することとします。

イ競技場で器具(移動式バスケヅトゴール、バレーボールの支柱など)の利用がある場合は、利

用者の安全確認と施設,・備品の損傷防止のため、器具の運搬時に職員を1名以上配置すること
とします。

ウ必要に応じて、他の施設の利用受付の補助を行うこととします。

J、ι

③中央公民館の事業の実施に係る職員の配置

ア中央公民館の管理業務を総括する責任者としての役割を担う者として中央公民館長を配置す

ることとします。

イ中央公民館長は、長崎市民会館長を兼ねることができます。

ウ中央公民館には館長とは別に、'講座等事業計画の調整や公民館を円滑に運営する社会教育主
事有資格者又は3年以上の社会教育の経験があるものを、'常勤として1名以上配置することと

します。

エウのほかに、公民館講座等の企画、運営を.行う職員を配置することとします。

オ職員に対して、公民館の運営管理に必要な研修を実施することとします。

カ・ウの職員については、多様化・高度化する市民の学習二」ズ等に十分対応できるよう、専門的

能力・知識等の習得にコいて卜十分配慮.することと.します。

④男女共同参画推進センター.の事業の実施に係る職員の配置

ア男女共同参画推進センターの業務全般を総括する賣任者として、専任の常勤職員を1名配置

することとします。

配置に際しては、男女共同参画の推進施策に深い見識を持つ者又は、類似の施設等において

" 2年以上の実務経験を有する者とします。

イアのほか、男女共同参画推進センターの事業を行う職員は、別冊仕様書29(男女共同.参画推進

センターの事業の実施に関する業務)に掲げる事業に支障のないように配置することとします。

このうち、講座の企画・運営を行う職員については、必要な知識、経験を有する常勤職員を配

置することとします。

ウ午後5時30分から午後9時については、別冊仕様書29に記載の「2 男女共同参画推進センタ

ーの事業の実施に関する業務」のうち、「(2)相談業務」から「(6)アマランスフェスタの実施」

を行う職員を配置することとします。

工職員に対して、施設の運営管理に必要な研修を実施することとします。

オ職員に対しては、多様化・高度化する市民の二[ズ等に十分対応できるよう、専門的能力・知

識等の習得について、十分配慮することとします。

8 開館時間及び休館日について

指定管理者は、あらかじめ教育委員会(男女共同参画センターにあっては、長崎市。)の承認を得

て開館時間及び休館日を設定することができます。開館時間及び休館日にっいても提案してくださ

い。

なお、承認の基準は、教育委員会規則第4条各号及び第5条各号並びに市規則第3条各号及び第

4条各号のとおりです。

川開館時間

午前9時から午後9時までの時間帯を基本とし、1日12時問以上としてください。ただし、文化

ホールのホールについては、午前9時から午後10時までの時問帯を基本とし、 1'日13時問以上と

します。
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なお、開館時間の決定にあたっては、市民の利便性等に最大限配慮してください。

②休館日

1月1日から 1月3日まで及ぴ12月29日から12月31日までの期間内を基本とします。

9 指定管理者が行う業務の範囲

指定管理者は次の業務を行なうものとします。

m 施設の運営に関する業務

ア施設の受付、案内に関する業務

⑦長崎市民会館の利用申込集内及ぴ申請婁等受理'(利用日の問い合わせを含む)

(イ)公共施設案内・・予約システム管理端末への入力

(ウ)利用予約及び利用状況の集計、集計表の配布

①附属設備申込受理及び附属設備使用料精算業務

(オ)利用料金収納及び収納状況の集計・報告

(カ)その他利用受付に必要とする業務

御施設の案内

長崎市民会館の概要等の基本情報を把握し、来館者又は電話等の問い合わせに対応してく

ださい。

(ケ)広報宣伝に関する業務

ホームページやチラシを活用し、施設の利用や中央公民館の事業、男女共同参画推進セン

ターの事業について一体的な情報提供に努めてください。なお、ホームページ(ウェブサイト

はSSL対応)ほ、指定管理者が開設し、常に最.新の情報を掲載するように定期的に更新作業

を行ってください。

イ施設利用の許可に関する業務

⑦利用許可

a 優先利用予約申請の受付及び許可(指定管理者の講座実施の際の申請を含む)

b 一般利用申請の受付、審査、施設利用料及び納期の決定、利用許可

0,一般利用受付開始時の利用予約決定抽選会の開催

(イ)条例第7条に基づく利用許可条件の設定及び利用許可の審査

(ウ)利用許可の制限

a 条例第7条第4項各号に基づく利用の不許可

b 利用者への利用上の注意事項の伝達及ぴ催物開催時の指導監督

①ホール、熊技場(文化利用)利用者との事前打ち合わせ

(オ)利用許可の取消し

日条例第14条第1項各号に基づく利用許可の取消し

b 利用取消申請の受付及び取消手続

肋)市の拠点施設としての利用に対する配慮

日開票所等としての利用

市民会館は各種選挙施行時には選挙管理委員会からの使用申請により開票所等が開設さ

れる。開設期間中の予約状況により調整作業が生じる6

b .避難所としての利用

中央公民館の和室は避難場所に指定されており、台風の接近などにより急邊避難場所と

して開設された場合、_予約状況により調整作業が生じる。

併せて、避難期問が長期化した場合の拠点避難所に指定される予定となっている。

0 代替庁舎としての利用

大規模災害時において、市庁舎本館が使用できない場合は、本庁舎機能の最低限の維持

確保を最優先するため、長崎市民会館が代替庁舎として選定されている。

ウ利用料金等の徴収及び減免

⑦条例第8条に基づく利用料金等の徴収
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(イ)教育委員会規則第16条に基づく利用料金の減免申請受付及び手続

工施設の利用に伴う設備及び備品類の貸出しに関する業務

オ利用後の点検

教育委員会規則第21条に基づく利用後の点検業務

力施設の利用実績の記録・集計に関する業務

利用者数、稼働率等の利用統計の作成絹毎)

キ施設の拾得物の受付及び引渡業務

②施設の維持管理に関する業務

ア環境衛生管理に関する業務

側空気環境の管理業務

q)給水の管理業務

剛簡易専用水道検査受検

住).排水の管理業務

伽'建物清掃等業務

仂}害虫防除業務

イ施設管理に関する業務

例'機械設備運転管理業務

q)警備業務 ,

竹}樹木剪定消毒業務

①舞台関係管理業務 ι

は}産業廃棄物運搬処理業務

ウ施設及び設備等の修繕に関する業務

⑦来館者の安全の確保を図るため、危険箇所及び修繕を要する箇所の把握に努めてください。

剛建物'・備品の破損等を認めた場合には、業務日報等により教育委員会(男女共同参画推進

センターにあっては、長崎市。)に破損等の内容を報告するとともに、軽微な(50万円未満、

男女共同参画推進センタフにあっては、34万円未満)ものは委託料の範囲内において速やか

に修繕を行ってください。

竹)大規模修繕に係るものは、教育委員会(男女共同参画推進センターにあづては、長崎市。)

と連絡調整を行ってください'

工施設及び設備等の保守点検に関する業務

、

゛

別冊仕様晝7

別冊仕様書8

別冊仕様書9

別冊仕様書10

別冊仕様妻11

別冊仕様書松

別冊仕様晝13

別冊仕様書14

別冊仕様書巧

別冊仕様書16

別冊仕.様害17

別冊仕様書怜

別冊仕様書19

別冊仕様書20

別冊仕様書21

別冊仕様書22

別器仕様書23

別冊仕様書24

別冊仕様讐25

ー,

別冊仕様書1

仔)消防用設備保守点検業務

(イ)屋内消火栓専用ホース耐圧試験業務

竹),連結送水管耐圧性能試験業務

住}防火戸等点検業務

圃ガス漏れ警報設備点検業務

仂}緊急ガス遮断装置等保守点検業務

剛自家用電気工作物保安管理業務

ψ}冷温水発生機保守点検業務

竹}チ「りングユニット保守点.検業務

ぽ自動扉開閉装置保守点検業務

仂).エレベーター保守点検業務

剛構内交換電話設備保守点検業務

例舞台音響設備保守点検業務

剛舞台照明設備保守点検業務

①擬台吊物装置保守点検業務

剛天井反響パネル点検業務

例ピアノ調律及び保守点検業務

住)市民体育館競技場器具保守点検業務

化)トレーニング室器具清掃・"保守点検業務

ノ

、

別冊仕様書2

別冊仕様書3

別冊仕様書4

別冊仕様書5

別冊仕様書6
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オ防火防災に関する業務

⑦防火管理業務【再委託不可】

指定管理者は消防法に基づき甲種防火管理者の資格を持った者に建物の防火管理を行わせ
てください。

q)防災管理業務、【再委託不可】

指定管理者は消防法に基づき防災管理者の資格を持った者に建物の防災管理を行わせてく
ださい。

J

φj 自衛消防組織業務【再委託不可1

火災や地震等の災害発生時に機能するよう長崎市民会館に自衛消防組織を作ることとし、

自衛消防の講習を受講した資格を持った者に自衛消防組織の総括管理を行わせてください。
仁}防災管理点検業務 別冊仕様書26(省略)

消防法第8条2の2第1項及び第36条第1項により長崎市民会館の防災管理者選任届や消

防計画提出、施設の運用が適切に行われているかを確認するため、防災管理点検資格者によ
る点検及び消防への報告を行ってください。

け)防火対象物点検業務・・・' 別冊仕様書27(省略)

に)同様、消防法第8条2の2第1項及び第36条第T項により防火対象物点検資格者により

防火対象物点検及び消防への報告を行ってください。

仂)消防計画業務

毎年2回の消防訓練を実施するとともに、実施結果を検証し、消防計画の必要な見直しを
行ってください。

.J
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③備品類の管理・調達業務

ア備品類の管理

⑦備品管理台帳

a 「長崎市会計規則(昭和39年長崎市規則第21号)」に定める備品台帳を備えて、その保管
に係る備品を整理し、管理してください。

b 'モ〒タリングにより備品類の照合を求められたときは直ちに対応できるようにしてくだ
さい。

イ備品の損傷及び滅失

伊)教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、長崎市。)が貸与する備品等を、指定

管理上の故意又は過失により破損又は滅失したときは、速やかに修理又は充当し教育委員会
(男女共同参画推進センターにあっては、長崎市。)へ報告してください。

【イ)教育委員会(男女共同参画推進センターにあづては、長崎市。)が貸与する備品等を、指定
管理上の故意又は過失によらず破損又は滅失したときは、速やかに教育委員会(男女共同参
画推進センターにあっては、長崎市。)と協議してください。

仂)この項は、設備機器に準用します。

ウ備品類の調達

仞指定管理者による備品類の調達

a 指定管理者は、施設運営上必要がある時は自ら備品類を調達することができます。

b 調達に係わる費用は指定管理者の負担とします。

C 指定管理者が調達した備品類は、指定管理者に帰属しま.す。

叩調達した備品類の管理

a 指定管理者が調達した備品類は、教育委貞会(男女共同参画推進センターにあっては、長
崎市。)から引き継いだ備品類とは別に管理してください。

b 指定管理者が調達した備品類によって、長崎市民会館又は第三者に損害を与えた場合は、
指定管理者の責任で対処してください。

工備品等の寄贈等について

備品、その他の寄贈の申し込みに対しては、教育委員会(男女共同参画推進センターにあって
は、長崎市。)が対応します。



オ事務用品等の準備

以下のOA機器等に関しては指定管理者で準備してください。

⑦窓口業務、経理業務等の事務で使用するパソコン

q)電子複写機、電話、 FAX

側講座を行う際に使用するパソコン(持ち運びができるようノ、ートパソコンを準備してくだ

さい。)

①講座を行う際に使用するプロジェクター及びスクリーン

け)防犯カメラ

④事業の実施に関する業務

別冊仕様害28ア中央公民館の事業の実施に関する業務

m 講座の開設

(イ)自主学習グループへの指導・助言

暢公民館支援ボランティアの受入れ

①地域における生涯学習の推進

圃その他教育委員会が必要と認める業務

別需仕様省29イ男女共同参画推進センターの事業の実施に関する業務

例男女共同参画の推進のための講座、研修会等の開催

(イ)相談事業(ただし、市民が抱える個人的な悩み事等の相談を受ける「一般相談」、'「法律相

談」、「心の健康相談」の実施に関することを除く。)

側男女共同参画に関する情報・資料の収集及び提供

ω関係団体等への支援事業

圃施設及び設備の提供

仂)アマランスフェスタの実施

⑤モニタリングに関する業務

教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては一長崎市。)による指定管理者へのモニタリ

ングが円滑に行えるように協力していただきます。

なお、指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務等において、基準を満たしていない

と認めるときは、教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、長崎市。)は改善等必要な

指示を行い、これに従わない場合には、業務の停止や指定の取消しを行うことがあります。

゛

ψ'
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ア利用者等からの苦情への対応

利用者や電話等による苦情については、誠実に適切かつ迅速に対応するとともに経過を記録

し報告してください。なお、必要に応じて教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、

長崎市。)と協議し対応するようにしてくださ.い。

イ施設利用者のアンケートの実施

サービスの向上や利用者の増加の効果の有無を厳正に評価し検証する観点から、指定管理者

は、日頃からアンケートを実施・し、・施設利用者の意見、苦情等を聴取し、その結果及び業務改善

への反映状況について教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、長崎市。)に報告し

てください。

ウ指定管理者による自己評価

指定管理者は、業務についての日報や月報等を作成することにより事業計画との整合が取れ

てぃるか等の自己評価を行い、事業計画との示離がある場合は、早期に原因究明を行い、対策を

講じることとします。

エ'教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、'長崎市。)による現地調査

教育委員会(男女共同参画推進セン.ターにあっては、長崎市。)が現地調査を行う際には、円

滑な調査に協力してください'
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⑥事業計画書等の作成業務



、

、1 、

、

ア事業計画書及び収支予算害の作成(毎年度)

{刀事業計画害

事業計画書は様式4 「事業計画書」及び計画書内の指示に従い作成してください。

仞収支予算書の作成

収支予算書は様式5 「収支予算害」にて作成してください。

なお、事業年度区分は4月から翌年3月の期間で作成してください。

イ事業報告書の作成

指定管理者は実施した事業に関する報告書庸業報告省を作成し、.月ごと、年度ごとに教育
委員会に提出してください。

⑦利用者数等の集計及び報告に関する業務

別に定める様式にて、教育委員会が指定する日までに教育委員会へ報告してく.ださい。
【イj 事業年度終了後30日以内に、別に定める様式により事業報告書を提出してください。

ウ環境マネジメントシステムの運用における必要な記録(施設点検等)を報告してください。

⑦公立文化施設協会等の業務

ア住幻全国公立文化施設協会べ加入(負担金の支払い)を行い、決められた役割を行ってくださ
い。

イ件幻全国公立文化施設協会九州支部への加入を継続し、決められた役割を果たしてください。

ウ長崎県公立文化施設協議会への加入を継続し、決められた役割を果たしてください。

⑧その他の業務

ア緊急時の対応にかかる業務

⑦事故発生時には、救護措置を取'り、教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、長

崎市。)及び警察等関係機関へ連絡報告等を行ってください。

{イ}'天災、火災等の災害発生時は、利用者の安全を最優先に避難誘導を行うとともに教育委員

(男女共.同参画.推進センターにあっては、長崎市。)及び消防署等関係各機関に連絡を行う
^
^

など適初な対応を行ってくださ,い。

また、円滑な避難誘導等を行うことができるよう、普段から必要な訓練等を行ってく'ださ

い。 1
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イ職員研修

利用者への接客向上、利用者等の安全の確保、施設の適正な維持管理及び施設の効用を上げ

るために必要な職員研修を行ってください。

ウ職場体験及び学校見学の受入れ

職場体験及び学校見学の希望がある場合には、受入れを行ってください。

伊)市立中学校職場体験(館区内中学校4~5校各1名 1人あたり3日間)

(イ)その他教育機関または児童・生徒の依頼による施設見学

工指定期間終了時の引き継ぎ

⑦指定管理者は、指定期間の満了に際して、又は指定期間満了前に指定の取り消しが行われ
たときは、次期指定管理者が円滑かつ支障なく長崎市民会館の管理運営業務を遂行できるよ

うに引き継ぎを行ってください。

{イ}引き継ぎにあたっては、引き継ぎ内容が不十分であることを原因とした事故等を防止する

ため、危険注意箇所等について十分に確認を行うとともに、施設の利用予約に関ずる情報等、

施設の管理運営に必要な情報を遅滞なく次期指定管理者へ提供するなど、'引き継ぎに遺漏が
ないよう十分に留意してください。 凡



オその他、突発事案や法改正などに伴い協議、対応する業務

突発事案が生じた場合などに、必要に応じて教育委員会(男女共同参画推進センターにあっ

ては、長崎市D と指定管理者が協議の上、適切な対応をとってください。

⑨指定管理業務に含まない業務

ア長崎市民会館内にある長崎市の庁舎部分の管理

長崎市民会館には指定管理者により管理する部分の他に、長崎市庁舎として使用する部分が

あります'長崎市庁舎とレて使用する部分については長崎市で管理を行います。各階の詳しい

エリアについては「3{フ)平面図」を参照してください。

イ長崎市民会館地下駐車場及び魚、の町公園の管理

長崎市民会館地下駐車場については、長崎市土木企画課の所管施設として指定管理者による

,管理運営が別途なされています。,また'長崎市民会館建物前の魚、の町公園の維持補修にっいて
は長崎市中央総合事務所地域整備2課により、公園の使用許可については長崎市土木総務課で

行われております。

ウ自動販売機の管理

自動販売機にづいては1階湯沸し室隣、.1階エントランスホール、 2階玄関横、 3階競技場口
ビーに各1台ずつの合計4台設置しています。自動販売機の管理については引き続き長崎市で

行います。

エ_売店の管理

現在、文化ホールの売店にっいては、、長崎市から目的外使用許可を得たうえで、長崎市心身障
害者団体連合会が管理運営しています。売店の管理については引き続き長崎市で行います。

10 施設等の修繕,

川教育委員会及び長崎市が行う修繕

計画修繕及び次号で定める指定管理者が行う修繕(1件あたりの金額が50万円未満、男女共同

参画推進センターにあっては、.34万円未満)以外の修繕及び教育委員会が委託料に含めて支払う

2,000万円(年各400万円(税込))の修.繕料を超える修繕については教育委員会.(男女共同参画推

進センターにあっては、長崎市。)が行います。

』
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②指定管理者が行う修繕

長崎市民会館の建物、設備及び備品の故障、水漏れなど施設運営において緊急を要する修繕で

1件当たりの金額が50万円未満(男女共同参画推進センターにあっては、34万円未満)の修繕につ

いては、責任分担表に示すとおり教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、長崎市。)

が委託料に含、めて支払う修繕料の範囲内で指定管理者において対応してください。

③修繕の執行

修繕の執行(業者選定、'見積徴取、契約等を含む。)は長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第

26号)に準じて行ってください。

④修繕料の精算

指定管理者は、修繕料に係る委託料について、支出の内訳を明らかにした精算書を作成し、教育

委員会男女共同参画推進センターにあっては、'長崎市。以下この号において同じ。)が指定する日

までに教育委員会に提出するものとし、精算した結果、残金が生じたときは、教育委員会が指定す

る日までに教育委員会に残金を返還してください。
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11 経費等について

m 光熱水費等の負担金

光熱水費(電気代'・ガス代・水道代・下水道代)及び施設の維持管理費については、長崎市が管

理する市庁舎部分、地下駐車場、売店及び自動販売機を含めた館全体の費用を毎月指定管理者に

より支払ってください。.その後、庁舎部分については、面積按分により光熱水費及び施設の維持管

理費を算定し、負担金としてその算定額を長崎市から指定管理者にお支払いします。

また、地下駐車場、売店及び自動販売機に係る電気使用料にづいては、電気子メータの計測等に
より、光熱水費を算定し、.負担金として指定管理者にお支払いします。

これらの負担金収入は、全て指定管理者の収入となります。

②収支報告

会計年度終了後、30日以内に事業の報告を行っ.てくださ.い。

③、経理規定

指定管理者は、経理規定を策定,し、経理事務を行ってください。
④立入検査について

教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、長崎市。).は、必要に応じて労務管理、施
劃、

物品、'各種帳簿等の現地検査を行うこととします。巨又、

12.保険の付保について

長崎市が加入している「全国市長会市民総合賠償補償保険」の対象は唄音償責任保険(身体賠償,

財物賠償等)」のみであり、「補償保険(見舞金等')」は対象外です。

また、.指定管理者が自らの責任と費用において実施する自主事業などの保険の対象とならない業
務に起因する事故等によるものについても対象外です。

側長崎市が加入する保険

指定管理者が対象となる賠償責任保険の内容は、次のとおりです。,

1億円

10億円

施設賠償責任保険契約類型

てん補限度額

②指定管理者が加入する保険

公民館総合補償(行事傷害補償)

ボランティア保険

公立文化施設賠償賣任保険

公立文化施設災害補償保険

傷害賠償責任保険(一時保育のりスクに関するものなど)

③指定管理者が加入する保険(任意)

公立文化施設貸館対応興行中止保険

その他適宜

13 指定管理期閔中の改修工,事等について

市民会館は昭和48年に開設し築47年を経過している.ため、空調機改修工事など館内の改修工事を実

施しております。工事実施時期・内容については決定し次第報告します。また、旧公会堂跡地に現

在建設中の長崎市新市庁舎が完成する令和4年度には、.現在、 2階及び7階の一部にある長崎市及

び教育委員会の執務室の移転が予定されています。

その際に生じる運営りスク等については、募集要項「7 賣任の分担」によりその都度協議する

こととします。

2千万円

身体賠償

財物賠償

1名につき

1事故につき

1事故につき

7住

D型



14 業務実施上の注意事項

業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意Lて円滑に実施してください。

Π)公の施設である二とを常に念頭に置い.て、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有利、あ
るいは、不利になる運営をしないようにしてください。

②指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定や要綱等を作成する場合は教育委員会(男女共同

参画推進センターにあっては、長崎市。)と協議を行ってください。

③施設の管理運営に係る各種規定や要綱等がない場合は、教育委員会(男女共同参画推進センタ
ーにあっては、長崎市。)の諸規定に準じて、あるいはその基本理念に基づき業務を実施してくだ

さい。

④市民の利便に資するため、開館時問、休館日の変更の必要があると教育委員会(男女共同参画推

進セ.ンターにあっては、長崎市。)が認めたときは、指定管理者は、その変更に伴い必要とさ.れる

業務を行ってください。

⑤その他、仕様書に記載のない事項については、教育委員会(男女共同参画推進センターにあって
は、・長崎市。)と協議を行ってください。

⑥指定期問中、年度毎の予算にっいて.は、長崎市の財政の状況等により金額が変更となる場合が
あります。

伊)長崎市監査委員等が教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、長崎市。)の事務を監
査するにあた'り、必要に応じ指定管理者に対し、現地調査しまたは必要な記録の提出を求める場

合があります。

15 協議

この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及ぴ処理について疑義が生じた場合

は、教育委員会(男女共同参画推進センターにあっては、長崎市。)と協議し決定することとします。

゛
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講座の開設

中央公民館の事業の実施に関する業務仕様書

公民館の設置目的に従い、.地域住民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興、社会福祉の増

進を図るための各種主催講座を実施してください。

川講座の種類

ア事業内容による種別

事業区分

公民館講座

研修

大型公民館では、年問の講座を主に「春の講座」呼火め講座」の乞期に分けて

広報ながさきに折り込みチラシ(8月・3月)を入れ、'全市的に広報を実施し

ています。「夏休み子ども講座」は、こども部作成の「長崎市子育て応援ホー

ムページイーカオ」.で広報をしています。

回匝極^

子ども会指導者研修会、人権啓発研修会など、専門分野の研鐙や特定の内容

の研修などを行う場合は、研修会という名称を用いています。

(「館区町立公民館長」喰ヨ区PTA会員」等、対象が特定され、事前に参加者名

簿が作成されています。)

その他

内容等

広く一般に参加を呼びかけ、専門的立場から講師の話を聞く場合は講演会と

いう名称を用いています。(地域全体など広範囲の住民が対象で、当日の受付

も可。)

「講座」としては、「公民館講座」「研修会」「講演会」の3種別になります。

主催・共催する事業であるものの、上記の講座・研修会・講演会に含まれな

い事業を「その他」.として区分しています。例えば、運営協力委員会、公民

館まつり、学習グループ代表者会、'公民館見学・視察、その他会議等。

イ受講対象者による種別

-J

対象者区分

成人講座

講・演会

高齢者講座

成人一般を対象とした講座であり、教養講座、ボランティア養成講座、指導

者養成講座、家庭教育講座など対数を限定しないもの。

女性講座

青少年講座

高齢者の社会参加と学習活動の推進を目的に開催する講座であり、介護予防

につながる運動や栄養等の健康、安全や消費生活上の講座など。

ただ単に受講者の大半が高齢者であるから高齢者講座、'女性が多いから女性講座とするのでは

なく、講座の趣旨から考えて対象を高齢考や女性にしているというように、対敦を限定する意味

づけを整理しください。

女性の社会参加と学習活動の推進を目的に開設する講座

青少年を対象とした講座

概要
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ウ実施形態による種別

形態区分

主催講座

受講対魚者(成人・高齢者・女性・青少年)のバランスに留意し、社会的

問題、地域で問題となっている「必要課題」(※)・、市民が積極的に学びたい

と思っている「要求課題」を踏まえて、指定管理者が企画・運営する、、受講

料無料の講座のこと。ただし、材料費、テキスト代又交通費、施設入館料等

実費については受講者の負担とすることができます。

主催講座の継続については、・自・主成人講座へ移行させるなどして内容のマ'

ンネリ化を防いでください。

自主成人講座

主催講座終了後、自主学習グループの設立へつなげるために、指定管理者

が企画・運営を行なう講座のこと。

材料費等の実費だけでなく、受講料も受講者の負担となります。

自主成人講座として継続する期間は、'自主学習グループへの移行の有無に

関わらず、 3年程度を目安としてください。なお、指定期間終了後も引き続

き取り組むべき講座がある場合には、指定管理者は次に指定された団体へ引

継ぎを行ってください。

概要

※必要課題の例

②講座開設の留意点

ア公民館事業については、社会教育法、長崎市の各種施策及び「公民館運営方針」に則り、年度

ごとに事業計画を立案し、計画に基づいて講座を企画し.てください。

イ公的施設で実施する講座であることを念頭に置き、カルチャーセンターなどとの違いを考えて

企画運営を行なうこととし、教養講座や趣味的な学び「要求課題」に偏りすぎないように「必要

課題」についてもバランスよく取り組んでください。

ウ'学びが一過性のものにな.らないように、連続講座の設定に努めてください。

エー方的に講師の話を聴講する講座だけではなく、.対話形式や相互学習、体験型などの形態を取

り.入れるように努めてください。

オ'土日祝日や夜間の講座を開設する等の工夫をし、若年層、子育て世代及び勤労世代の受講を促

進してくださし.、。

力地域の学習拠点としての機能を発揮するために、必要に応じて学校、社会教育施設、社会教育

関係団体、 NP0法人、民間教育事業者、その他民間団体と共同して多様な学習機会の提供に努

めてください。ただし、非営利性、政治的中立性及び宗教的中立性を確保できない事業の実施は'

社会教育法第23条で禁止されているので留意してくださ・い。

キ次の講座については、開催を必須とします。

例人権啓発講座靭修会、講演会含む)

人権意識の高揚を図るために1回以上開催してください。

(イ).市の政策により市内の全公民館で取り組むべき講座

対象が生じた都度、趣旨に合致する講座を開設してください。

ク複合施設(市民体育館、文化ホ」ル)という施設の優位性を活かした講座を企画してください。
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高齢化や環境問題などの地域課題、.家庭教育支援や消費者問題などの生活課

題
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廊亙種^

ケ,講座に係る実費相当額の徴収金は別会計(別口座)で適切に管理し、報告書を提出してくだ

さい。

コ年間の講座の実施回数は、少なくとも過去の実績と同程度とします。

事項名

講座数

講座回数

ただし、今般の新型コ.ロナウィルス感染症拡大防止対策のため、1回あたりの受講者数を主要

人数の半数にするなどの工夫が必要ですが、市民の学習機会の著しい減とならなし.、よう努めてく

ださい。 ノ

サ公民館の諮問機関である長崎市公民館運営審議会への出席や関係機関・団体との密接な連携を

図りながら、学習機会の提供に努めてください。

シ令和3年春の講座については、令和2年度までの指定管理者が企画したものを今期の指定管理

者が実施します。また、令和8年春の講座にっいては、今期の指定管理者が企画したものを次に

指定された団体が実施するものとします。

受講者総数

平成28年度

114回

355回

平成四年度

9,661人

認回

侶).講座の開設時期

ア春の講座

・11月~12月'内容、分担について協議、講座編成

・1月上旬計画書作成

「広報ながさき」折り込みに掲載・ 3月

イ夏休み子ども講座

講座編成、学校等配布用チラシ原稿作成・ 5月

長崎市子育て支援ホームページ「イーカオ」に記事掲載・ 6月

館区内の市立小学校の児童世帯分チラシを印刷し、学校へ配布を依頼

367回

平成30年度

10,833人

卯回

382回

令和元年度

11,533人

97回
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370回

10,4印人

ウ、秋の講座

内容、分担について協議、講座編成・ 5.月~ 6月

計画書作成・6月~7月

「広報ながさき」折り込みに掲載・ 8月

工特別講座

・予算や必要に応じて実施してください。

・実験的な内容を行うことができます。

・通年実施を可としますが、主として、 9月~10月に講座編成、10月までに計画書作成

平均

町回

368回

10,619人



4)講座開設から終了までの手順例

手順

本市の各種施策を踏まえるとともに、公民館運営方針を基に、住民の二ーズ、地域の生活課

題、社会的な課題等を考慮しながら講座を企画します。

・講座の内容、目的

・対象(成人、高齢者、女性、青少年)

・定員

・,時期

※あらかじめ教育委員会に計画書を提出し、'承認を受けてください。

講座内容、目的、対象などを考慮したうえで講師の選定をします。その際には地域の人材、講座

受講者、自主学習グループからの登用も検討し、公民館の役割のーつである「知の還元」を意識

するとともに、ひとづくり、生きがいづくり、居場所づくりにつなげてください。

・講師の情報は、公民館相互や生涯学習課と共有してください'

・.県生涯学習課ホームページ「まなびネット」や長崎市市民活動センター「ランタナ」

作成の「地域と一緒にこんなことやれます!!りスト」などを活用ください。

・特定企業等と共催する場合には、行き過ぎた企業の宣伝とな'らないよう注意してく.ださ

い。また受講者名簿など個人情報について提供できないことを伝えてください。

講師依頼は早めに行い、講座の対象者、学習目的の共有を十分に図ってください。

摘要

ホームページやSNSなどのツールを活用して講座開催を効果的に周知してください。

・公民館だより、講座チラシを作成し、窓口に設置する共に地域へ配布。

・市全体に広報するならば「広報ながさき」に掲載を依頼してください。なお、春・秋の講座

は、現在、教育委員会が原稿を取りまとめて「広報ながさき折り込みチラシ('3月号、 8月

号)」での掲載しています。

・「ながさき県民大学」と連携すると「講座一覧(冊子)」「まなびネット(ホームページ)」に

も掲載されますが、本市の応募時期より遅い時期にしか反映されません。(大型公民館の講

座は基本「連携講座」である。)

園毎^

ナ

゛.

受講申し込みを受け付け、受講者名簿の作成をします。(公民館総合補償の対象にするためには、

受講者名簿は必ず必要です。)

講師と連絡を取り合い、受講者数や資料の準備など打ち合わせを十分に行ってください。

ノ

講座の始めに受講生に講座の目的を説明し、意欲的な学習の雰囲気づくりをしてください。

・集合学習の特性を生かし、講座生相互が意見を交わし、交流ができる機会を設け、学習を

通した仲間づくりを推進してください。

・連続講座の場合は、更なる学習を示唆し、自主講座や自主学習グル「プにつなげてくださ

い。

受講者の反応を見たり、アンケートを実施するなど、講座を考察してください。

講師にお礼状を送付します。(口頭によるお礼で十分だと判断できる場合,は省略し.てもかまいま

せん。)

受講者の反応、感想、アンケート、応募率、出席率などから講座を振り返り、今後の参考と

としてください

講師への謝礼金支払い処理を行ってください。
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2 自主学習グループへの指導・助言

a)自主学習グループとは

自主運営で活動している団体を「自主学習グループ」(公民館ごとの認定が必要)といいます。

講座受講を契機として、.講座終了後も自主的に継続して学習をしたい人たちにより結成されたグル

ープが多いですが、公民館の主催講座から必ず派生しなければならないものでなくイ公民館の貸室

を利用して継続して学習活動を行っている団体についても対敦となり得ます。

公民館が同一内容の講座をいつまでも継続して実施するのではなく、市民が自主的に自立して

学ぶ形が望ましい姿であり、生涯学習の活性化にっ.なげるためにも、公民館講座の受講者から学

習グループ設立へ向かう際の指導・助言を行ってください。

【主催講座から自主学習グル'プヘ】

主催講座

(受講料無料・材料費等は実費徴収)

自主成人講座

(受講料及び材料費等は実費徴収)

自主学習グループの設立へつなげる講座

師蚕^

0

自主学習グループ

自主運営で学習活動を行っている団体

②自主学習グループ支援について

自主学習グループの高齢化が進行しており、講師が辞任されるなどでグループの活動継続が困

難な事例について相談されることがあります。講師の後任者を探すにあたっては、学習グループ

の意向も聞きながら講師選定の支援を行ってください。

また、主催講座や成人自主講座の受講者から、さらに続けて学習するためにグループを作りた

いとの相談が寄せられた場合には、使用する部屋、開催頻度、'講師の選定など団体として活動す

るために必要な事項について積極的に助言を行い、まず一般の学習グループの立ち上げてもらっ

てください。

そのグループが順調に活動できていることが確認できたら、自主学習グループへの登録を希望

するかどぅか意向調査を行い、自主学習グループになるようであれば、登録の認定申請につぃて

支援してください。

.、、

ノ

市民二ーズ

(要求課題)
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③自主学習グループの認定

公民館の自主学習グループとなるには、公民館ごとの認定が必要となります。認定を受けたグル

ープは社会教育関係団体として使用料が5割減免となりますが、併せて公民館事業への協力してい

ただくこと、公民館まつりの実行・参加などを求めてい.ることをご理解いただく必要があり.ます。

なお、認定に際し、自主学習グループから名簿や事業計画等の書類提出がなされてお.り、公民館

がその活動を把握していることから、公民館総合補償の対象(会員の自宅と公.民館との往復途上中

も含む。)となります。

令和2年4月現在、中央公民館では、42団体が登録されています。(登録団体は「6 令和2年度

中央公民館自主学習グループ登録団体一覧」のとおり)

④

f

認定事務の一般的な流れ

【学習グループ】

書類審査

書類保管

2月次.年度の認定申請書の提出

【提出書類1

・公民館学習グループ認定申請書

・規約

・0年度(次年度)事業計画書

・役員及び会員名簿

・0年度(次年度)学習グループ予算書

廊毎^

フフ

ノ
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【公民館】

」

ノ

請書の受理・認定審査

3月認定証受理

脂忍定上のポイント】

・.新規に学習グループを結成した場合は、年

度途中でも認定することができます。

・講師の私塾にならないように注意してくだ

さい。

・講師がいなくても自主的に自分たちで学習

するグループは、設立可能。

【注意点】

・代表者が謝金を受け取る講師になっていな

いか。

・講師謝金は一般的な講師謝金の範疇か

4月上旬前年度実績報告の,提出

【提出書類】

,0年度(前年度)事業実施報告書

・0年度(前年度)学習グル.ープ決算害

⑤自主学習グループ代表者会について

公民館.での学習を継続している学習グループに対し、公民館利用上の注意や運営への意見交換

を行うため学習グループ代表者会を年間に2回程度開催してください。

認定証発行や
0
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3 公民館支援ボランティアの受入れ

長崎市では、地域の人材を地域における学習活動やボランティア活動などに活かすことにより、地域

の活性化につなげていくこととしています。このことから公民館をはじめとする社会教育施設においで

も、ボランティア活動は個人の学習活動や学習成果を生かす場として重視しているため、公民館でもボ

ランティア支援者を受け入れてください。

なお、中央公民館の支援ボランティアは、令和2年4月現在で11人が登録されてぃます。

m 活動内容

ボランティア支援者の活動内容は、.講座の補助(会場準備、資料配付、受付)、外歩き等館外講

座での安全管理の補助、広穀の補助だけでなく、講座の企画立案などボランティアのモチベーショ

ンが上がるような魅力的なものとしてください。

②,登録等の手続き

長崎市公民館支援ボランティア要細に基づき事務を行ってください。

アボランティア支援者の登録希望者から「申込書」を受理
、

イ次の要件を全て満たすことを確認し、ボランティア名簿に登録

・市内に在住し、勤務し、若レくは通学する者、又は本市と連携中枢都市圏形成に係る連携協約

を締結している市町に在住する者で満18歳以上のもの

・ボランティア活動をすることに支障のない健康状態の者

・ボランティア養成講座を修了した者

ウ公民館が支援を必要とする行事や日時等について、'ボランティア支援者へ周知

工支援者がボランティア活動をするために公共交通機関等の利用に係る実費を支給

③養成講座の実施

アボランティア養成講座(年1回程度)

公民館支援ボランティア登録へのきっかけとなる講座を実施してください。

イボランティアスキルアップ講座(年1回程度)

既存の公民館支援ボランティアのスキルアップのための講座を実施してください。

師冊^
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4 地域における生涯学習の推進

a)生涯学習に関する総合的な相談窓目業務

ア町立公.民館及びふれあいセンターへの支援

館区内の町立公民館及びふれあいセンターが抱える課題や学習二ーズに対して、講座の企画及

び講師に関する相談並びに講師謝礼に対する助成などの支援を行ってください。

【参考】.令和元年度講師謝礼の助成実績

町立公民館

※上記講師謝礼は、講義↑時間あたり4,000円かつ 1施設あたり24,000円を上限に助成

イ地域における家庭教育の支援

P丁Aなどの社会教育関係団体や地域が自主的、継続的に開設する勉強会「自主家庭教育学級」

の企画や講師の選定について支援してく.ださい。

ふれあいセンター

②地域の各種団体との連携

ア館区内(※)の青少年育成協議会との連携

指定管理者は、中央公民館区青少年育成協議会(以下「育成協」という。)が開催する会議及

び行事の円滑な運営に資するため、教育委員会と連携し、次の業務を行ってください。

伊}育成協の行事(享見と子のふれあいスポ」ツ大会、青少年意見発表会)の共催

栩会議資料等の作成など

"}会議の進行補助

※中央公民館の館区は次の9つの中学校区になります。

桜馬場中学校、片淵中学校、長崎中学校、小島中学校、日吉中学校、

茂木中学校、南中学校、大浦中学校、江平中学校

102館のうち 9館

館数

5館のうち 1館

匝匝極^

講座数
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22講座

J

2講座

゛.

ノ

イ 館区内の学校・保育園・幼稚園との連携

夏休みこども講座のポスター掲示、チラシ配布を依頼

③ 公民館活動の周知

生涯学習事業を効果的に推進するために必要な情報を収集し、地域住民に提供すると・ともに、

学習グル「プの発表の場等を通じて、公民館活動の理解を深めてください。

m 公民館だより

公民館だよりを定期的に発行し、公民館講座や学習グループの活動状況などの情報を、地域

住民に向けて発信してください。

剛学習グループの発表の場

学習グループの成果発表の場(公民館まつりなど)づくりを支援するとともに、公民館活動

を知っていただける絶好の機会になることから地域住民の集客に努めてください。
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5 その他教育委員会が必要と認める業務

a)公民館の利用状況の把握

公民館利用者数、講座実施回数、各部屋ごとの稼働率など、統計上必要となるデータを整理して

おいてください。

②利用者アンケートの実施

ニーズを把握し、講座メニューに反映させるため、利用者へのアンケートを実施し、講座を考察

してください。

③ホームページの作成及び更新について

公民館の講座情報(春の公民館講座、夏休み子ども講座、秋の公民館講座、特別講座等)、施設情

報、利用案内などを周知するためイホームページを作成してください。

なお、.作成したホームページは、常に最新情報となるよう随時更新してくだい。

また.、.ホームページは本市のホームぺ「ジとりンクさせてください。

④運営協力委員会について

公民館活動の充実と発展を図るため民意を取り入れる場として、

社会教育団体の代表などから構成される運営協力委員会を組織し、

いて意見を聴取するため、年2回程度、会議を開催してください。

回毎^

⑤公民館研究発表会について

年度当初に中央公民館の基本研究テーマを策定し、年度末にテーマに沿って実践した取組みの

成果について他の公民館及び文化センターとの意見交換を行い、翌年度以降の事業に反映させて

ください。

⑥ポスター・チラシの許可、掲示及び設置について

中央公民館でのボスター掲示やチラシの設置についての申請を受けた場合には、社会教育法第23

条に関して問題がないかどうかを判断してください。

なお、'掲示や設置を希望する公民館が複数館にわたる場合には、教育委員会で判断します。

・宗教、政治的な広報活動にならないか

・営利事業を援助することにならないかなど

⑦視察・見学について

中央公民館の見学又は視察の希望がある場合には、見学者及び利用者の意向を踏まえ、可能な

限り学習の状況が見学できるよう手配してくだい。

80

公民館区内の小中学校の代表や

公民館における各種の事業につ

⑧各種会議への出席

ア長崎市社会教育委員会議



回冊^

長崎市の附属機関である長崎市社会教育委員会議へ出席してください。会議は、年2回程度の

開催で、事前に中央公民館に関する資料の作成が必要となる場合があります。

イ長崎市公民館運営審議会

長崎市の付属機関である長崎市公民館運営審議会へ出席してください。会議は、年2回程度の

開催で、事前に中央公民館に関する資料の作成が必要となる場合があります。

ウ公民館長会議

市立の公民館長、文化センター所長による会議へ出席すること。年6回程度の開催。

工社会教育指導員会議・研修会

社会教育指導員会議や県などから案内される各種研修に適宜出席してください。

オ:その他会議

管区内の関係団体等の各種会議については、必要に応じて適宜出席してください。

'

..

ノ
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6 令和2年度中央公民館自主学習グループ登録団体一覧

NO ジャンル

2

音楽

3

4

5

6

コーロ'・イ・フィオーリ

7

春風

団体名

8

水声コーラス

9

金曜コーラス

10

あじさいコーラス

11

舞踊

楽しい歌声

12

NO

歌って元気に

13

もくぜい

24

14

ギター愛好会

、ジヤンル

25

文学

15

生活文化

ハッピータイチ

26

16

訂

アロノヤノホマリエ

書道

17

園垂^

三期ム

28

18

29

コミュニティダンス

19

料理

れもん短歌会

友禅

託

美術

20

萌俳句会

将棋愛好会

31

団体名

21

長蛙会

いずみ会

噐

π

歴史

五玉会

緑の会

33

23

えひも会(親子)

ともえ会

3'4

スマイル絵手紙

長崎の味研究グループ

35

手工芸

赤いキャンパス

長崎の食卓

36

イーゼル会

ながさき古代探訪

37

バーミリオン

長崎近世古文害研究会

開

スポーツ

色鉛筆画CPクラブ

長崎近世文書研究会

閼

あじさい

卯

青年学習グル・プ

和裁グループ

41

彩

42

'

スホ゜ーツウェルネス吹矢長崎市中央

さわやか体操クラブ

寿々女会さくらぐみ

ビリアロハ・ホ゜ーアカヒ・フ゜"

十二単

、、

和

82
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男女共同参画推進センタ「の事業の実施に関する業務

長崎市民会館の指定管理者の業務のうち、「男女共同参画推進センタフの事業の実施に関する業務」について、

本仕様書により行うものとします。

1 男女共同参画推進センタフの事業の実施に関する基本的な考え方

長崎市では、平成4年10月に「長崎市女性センター」を三斐置し、女性の自立と社会謝nを促進するための取

り組みを進めてきました。

平成11年6月に男女共同参画社会基本}劫ゞ施行され、市においても同年9月に「ながさき男女共同参画都市

宣言」を行うなかで、これまで女性センターが果たしてきた役割を踏まえながら、男女共同参画の推進に関す

る施策を実施し、並びに市民及てX事業者による男女共同参画の推進に関する取組を支援するための拠点施設と

して、平成U年10月に施行した長崎市男女共同参画推進条例(以下「推進条例」という。)に位置付け、施設の

名称を「女性センター」から「男女共同参画推進センター」へと改めて1見在に至ります。

長崎市男女共同参画推進センターは、推進条例の基本理念のもと、長崎市男女共同参画計画に基づき、巧耐彦

会・講座等事業「相談事鞠「情報捌共事調「関係団体謝髪事鞠「施設,設備捌共事業「その他男女共同参

画の推進のために必要と認める事業を総合的に実施し、かつ積極的に展開していくことが期待されています。

また、市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する取組を支援し、活動の場を捌共していくことも重

要な役割です(ただし、相談事業のうち、個人の悩み等を刻象とした7桝目談、法律相談、心の健康相談の実

施に関することについては、指定管理者が行う業務から除く)。

指定管理者は、事業の実施にあたっては、特に次の点を踏まえて行ってください。

a}性別、年齢等に関係なくすべての市民が、男女共同参画は自らに関わりがあるテーマであるということに

気づき、関心を寄せて、実際に行動するきっかけとなる機会を捌共することにより、広く市民の鴬諧発を

進めてください。

②関係機関とのネットワークを構築し、男女共同参画に関心を寄せる市民・団体をつなく役割を果たすとと

もに、機能の充実を図ってください。

③社到青勢や国の動きを注視しながら、1走来の方法によらない新たな視点を持って男女共同参画推進事業に

取り組み、男女共同参画推進センター機能の充実と利用者の1広大を図ってください。

④市民の二ーズや利用者の意見を反映し、サ.ービスの向上を図ってください。

⑤施設力ゞあまり認知されていない地域や、利用しづらい地域においてアウトリーチ事業を実施する等、施設

の認知や利用を促す取り組みを工夫してください。

'

..

,

2 男女共同参画推進センター(以下「センタフ」という。)の事業の実施に関する業務

a}男女共同参画の推進のための講座、研修会等の開催

ア効果的かつ舞美的な男女共同参画に関する知識の普及啓発を行うため、市民を対象とした講座、る牙修会

等の企画運営を行ってくださ.い。

また、施設の運営状j兄市の重要施策と関連するE餅且み、類仏1施'設における取組み、市民二ーズなどを

適切に反映させるとともに、1甥リ、年齢を問わず、広紗よ市民から参加力野昇られるよう、封口者の視点に

も^礁しながら、テ」マ、.講師、開催日時、会場、対象者、運営方法、参加者の募集方法などを検討・調

整してください。

83
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なお、運営に係る一切の費用は、指定管理者が負担するものとし、参加者における受講料は材料費など

の実費相当額を除き、無料とします。実費相当額の徴収金は別会計偶1旧座)て適切に管理し、報告書を
提出してください。

イセンターが主催する講座、講寅会等 C1體講座を除く)においては、参加者が同伴する未就学児を対象

に一剛呆育を実施してください。一矧呆育は、保育者等との日チ覇ヨ整等を含めた一切の運営事務を行いイ

その費用は指定管理者が負担のうえ、センタ「内にある幼児室で実施してください。(ただし、センター

以外の場所において講座・研盧会を実施する場合の保育場所はこの限りではありません。)

また、一剛呆育のりスクに対応して、適切な軍"B囲で傷害1剖賞責倒呆険等に加入することとし、その保険

料は指定管理者が負担するものとします。

ウ実施場所は、主にセンター施設としますが、内容や規模によっては、市民会館内権斐を優先的に無料

姻す属設備、冷暖房料含む)で使用できるものとします。

工受講者アンケートを実施し、受講者数(男女別)、満足度、理解度、効果等を調査し、'受講者層や趣向

等を研究するとともに、可お獣よ限り受講者の意見を取り入村よがら、次の事業の企画・運営につなげてい

くように努めてください。

【講座概要】

講座名

男女共同参画講座

男女共同参画社会に関する基磁口i哉を得るための講座、男女共同参画の視点を

養うための講座、女性の人キ猪成に関する講座、女性の起業等の就業支援講座、

ワーク・ライフ・バランス、 DV防止等の講座又は研彦会を実施する。

デートDV防

止1受業

若年層を対象に、 DV (ドメスティックゾゞイオレンス)の予防教育及ひ征し

い知識の啓発を目的として、申請があった中学校や高等学校、大学等の学生や

保護者、孝餌哉員に対し、講師茜斥遣してデートDV防止講座(授業)を実施す

る。

※学校での実施に関しては、彪要に応じて市及て触育委員会等と協力・連携の
もと実施する。

上三己上ユタト

概要

男女共同参画に関すること(ヰ割こ、'セクシュアル・ハラスメント等の防止、女

性に対する人権など)をテーマとし、各種団体、事拘祈、学校、その他地域の

グループを対象に、講胴府きイ擬貢を受けて開催する講座で、募集力略企画、調

整、講師の手配及び当日の運営等を行う。

※講座の開催場所は、イ排貢者が準備する。

(会場に係る費剛或イ嫌貢者負担)

地域講座

(年2回以上)

4 市民企画講座

5
官民協働企画講座

(年2回以上)

広く男女共同参画を推進するため、市内各地域に出向いて実施する。彪要に応

じて、地域における各種団体や多柳よ主体と連勢する。

長崎市内を中心に活動し、企画から準備、実施までを主体的に行うことができ

る団体・グループを対象に、男女共同参画の推進に関し、広く市民に問題提起

できる内容の企画を募集のうえ、応募者と協働で実施する。

. 乢

市及び長崎市男女共同参画推進事業ボランティアから企画提案があった講座

について、市と指定管理者力計窃働で実施する。
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【講座突債】

講座の種類

男女共同参画

講座

平成28年度

講座数

回

デートDV

防止授業

受講者数

謁

上ヨ己上父外

州戯、講座

平成29年度

人

講座数

回

1,027

17

,

市民企画講座

受講者数

人

1,690

官民協働企画

講座

27

平成30年度

340

21

858

※令和元年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため5講座を中止した。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、受講者数を収容定員の半数とするなどの犹肋ゞ

あり、'工夫力ゞ必要ですが、受講者数の剛呆に努めてください。

オ講座の企画から終了までの手順例

計

受講者数

人回

10

2,210

35

316

令和元年度

講座数

回

299

1,383

園冊^

陀

24

28

手順

受講者数

人

3,997

3,411

詐

16

35

322

本市の各種施策を踏まえるとともに、事業実債や市民の二ーズ、'社会的な課題等を考慮しながら、男
女共同参に関する知識の普及と啓発を推進する講座を企画します。

・講座の内容、目的

・対象

・定員

・時期

講座数

831

平均

.

25

62

9脇

76

..

回

2,747

28

3,802

17

1

34

67

人

622

1,058

講座内容、目的、ヌ橡などを考慮したうえで講師の選定をします。

・長崎市市民活動センター「ランタナ」作成の「地域と^にこんなことやれます!!りスト」な

どを活用ください。

・特定企業等と共催する場合には、行き過ぎた企業の宣伝とならないよう注意してください。.ま

た受講者名鋤よど個人情報について捌共できないことを伝えてください。

講師イ擬頁は早めに行い、講座の対叡者、.開催目的の共有を十分に図ってください。

22

81

63

6,369

20

2,661

12

67

523

81

摘要

4419

24

ホームページやSNSなどのツールを活用して講座開催を効果的に周知してください。

・講座チラシを作成し、窓口に設置すると共に、講座内容に応じて関係機関や団体等へ配布してく

ださい。

・「広報ながさき」に掲載をイ衣頼してください。

193

74

41

4 ・500
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手順

受講申し込みを受け付け、'受講者名簿を作成します。

講師と連絡を取り合い、受講者数や資料の準備など打ち合わせを十分に行づてください。

受講者に、男女共同参画推進のための講座であることを認識してもらうために、講座の始めに受講者
に講座の目的を説明してください。

また、受講者の反応、を見たり、アンケートを実施するなど、講座を考察してください。

講師にお礼状を送付します。(口頭によるお礼で十分だと判断できる場合は省略してもかまいませ
ん。)

受講者の反応や講座受講率、アンケート(満足度、理解度)、などから講座を振り.返り、今後の参考
としてください

講師への謝礼金卦厶い処理を行ってください。

1商要

②相談事業(ただし、市民が抱える個人的な悩み事等の相談を受ける「・→股キ酢剣、'「1去律キ酷麹、、「心の健
康相調の実施に関することを除く。)

個人における男女共同参画に関する相談力ゞあったときは窓口とな.り、'市の人権男女共同参画室ほか関係す
る所属へ仲介してください。また、※団体や事拘祈等から相談力ゞあった場合は、内容Iut、じで爪遣講座を実
施するなど、解決への手助けを行ってくださし.、。

※例:・掲示物や広告等の内容や表動甥女共同参画の視点から不適切ではないか

ゾ、ラスメントの防止にっいて事芽斤としてどのように取嚇且んだらよいか等

③男女共同参画に関する僻R・資料の収集及乙岡是イ共

ア'懈&収集及て准尉共

⑦男女共同参画の推進に資ずるため、より積極的に図書資料の11喋・捌共を始めとして、男女共同参画
に関する様々な情報を収集し、捌共してください。

俳センターのホームページを作成し、センターに関する情報を捌共するとともに、主催講座等の募集に
ついて案内してください。

竹)センター内における掲示物、配布物(利用案内、啓発紙、主催講座案内等)の作成保管、廃棄及び
管理を行ってください。

また、類{以概"関連団体等からボスター、チラシについて掲示イ掘肋ゞあった場合は、内容を精査し
センター内に掲示又はZ斐置してください。

イ情報紙の発行

男女共同参画に関する啓発紙として、「アマランス通信」を発行し、国の動きや施策、法改正、注目さ

れた男女共同参画に絡んだ時事問題等、また、センター内の行事等を広く紹介してください。必ず男女共

同参画の視点に留意するものとし、かっ、手に取りやすく親しみやすいものとなるよう創意工夫を図って
ください。

定期刊行は年4回以上と.し、.企画、編集、.発行を行うものとします。

ウ図書資料の貸出・管理業務

(ア)図書室及ひ所蔵本の適正な管理

{イ}図書資料の貸出・返去0等

回蚕^
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囲蚕^

市の図書ネットワークシステムにより運用してください。運用方針は、長崎市立図割官が定める規定

及びマニュアルを遵守してください。特に個人情報保護、情報セキュリティーの剛呆にっいては、関係

法令等を遵守してください。

図書ネットワークシステムの運用に必要なコ.ンピューター端末、附属機器、通信回線にっいては、長

崎市立図割官が無償で捌共するものをセンター事務室に三受置して使用することとします。

(ウ)図書貸出券の発行、更新及て柄発行

仁)市が購入した男女共同参画を推進するために必要な図書を図書室に開架してください。

細11図書の選定にっいては、市と調整のうえ指定管理者が行うものとします。

け)図書室の利用者並びに図書の貸出等でセンタ下を利用された方等の各種利用統計を月毎に作成し、長

崎市立図割Eへ所定の方法により報告してください。

仂}教育委員会が実施する「はじめまして絵本」事業の窓口業務を行ってください。

剛学校図奇Eへの支援に係る団体貸出について、.その受度し業務を行ってください。

φ)男女共同参画を推進するために必要な情轍ゞ掲載されている雑誌類を指定管理者が選定、購入し、利

用者がセンター内で閲覧できるように設置してください6

(ケ)文書(資籾及び寄贈図書を収受し、所定の手紡、きを行ってください。

住)センターで実施した事業にっいては、'年度ごとに「事業概要」を作成し報告してください。

④関係団体等への支援事業

アセンター利用登録団体

仞男女共同参画に関する自主的な活動を行う団体を登録認定してください。令和2年度は17団体が登録

されています。

(イ)認定手捗、きは毎年劇子うこととし、認定に際しては、団体から提出された申請書、規約、事栽十画

害、役員及び会員名簿、予算書等をもとに審査してください。

【ウ)活動の場として、センター施設を優先的に予約できる個数雋邨艮あり)ものとし、利用料金の5割減

免、所定のロッカーの無*明矧共等の支援を行ってください。

ω各団体の活動紹介などを通じて、男女共同参画を推進する多柳よ躯〒の活動がっながり、互いに連

携・協力してそれぞれの活動の充実が図れるよう支援してください。

イその他

住)長崎市市民坐藷3人権男女共同参画室力牢務局となっている「長崎市男女共同参画審議会」、「長崎

市人権教育・啓発審き義会」、「ながさき女性・団体ネットワーク」、「長崎県配偶者暴力相談支援セン

ターネットワ.ーク会き剰などの男女共同参画を推進するための関係団体等との会議においては、拠占施
設であるセンターで開催するものとします。また、必要に応じて、指定管理者も参加するものとします。

⑤施設及び設備の捌共

ア幼児室の活用

主催講座等で使用しない空き時間にっいては、指定管理者の創意工夫により有効に活用してください。
イ授乳室の管理

授乳室は、利用の申出があった場合に、随時、無料で貸し出していますが、幼児室の入口と共用になっ

ているため、施錠等の適切な管理を行ってください。

ウ交充コーナーの活用

フリースペースとして捌共していますが、利用者の利便性を瑠呆し、指定管理者の創意工夫により利用

者の増を図ってください。
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工§鄭盲の捌共

仞綺昜室

ガス給湯器、食器乾燥機、ボット、急須、湯呑茶砂吸びお盆等の備え付け

利用者の制限はありませんが、§今昜室以外でイ十器樹吏用する場合は、備え付けの貸出簿により管理し

てください(無料)。

q)スクリーン(2本:可動式)

利用者がプロジェクター等を持ち込みでイ吏用する際などに、申込順に無料で貸与できます。

竹).台車、車いすの捌共(各2台)

利用者の必要に応じて貸与してください。

⑥アマランスフェスタの実施

長崎市男女共同参画推進条例の施行(平成14年10月1日)を記念し、毎年10月1日から10月7日までの1

週問を「パートナーシップ推進週間」と位置付け、啓発事業の目照且みの一環としてアマランスフェスタを

開催しています。

事業の実施にあたっては、企画から当日の運営までを市及びセンターの利用登録団体等と協働で取り組ん

でください。'開催日は、市と協議のうえ決定します。

、

園毎^
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令和2年度男女共同参画推進センター利用登録団体一覧

団体名NO

1 女性会議長支部

2 特定非営利活軌去人子どもの人権アクション長

3 特定非営利活動法人 DV防止オよがさき

'カモミールの会

回和綿即飯鄭
圃細槌即銀鄭

源氏物語を楽しむ会

皿細相加飯乳如縮諸焔帽
8 新日本婦人の会長県本部

凹
,市退職女性教職員の会

15 ながさきDV加害者更生プログラム研究会

"冊仕様書29

(あじじの会)

10日中文イヒ交流会ながさき

16 長崎ウーマンズウォークラリー実行委員会

17 ^団法人大学女性協会長崎支部

89

11 榔ShⅧ(モッシュ)

ーもうセクハラを許さない女たちの会・ながさきー

12 みなづき会

13 長崎女性史研究会

' B剛長クラブ
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債務負担行為補正

東京 2 0 2 0 オリンピック聖火りレー広報委託

1 債務負担行為の目的

1年延期となった東京 2 0 2 0 オリンピックにつぃて、令和 3年5月に長崎

市で聖火りレーを開催するにあたり、実施自治体として交通規制の事前周知等
を行う必要があるため、令和 2年度中に契約を'行う必要があるものにっいて、
債務負担行為の設定を行うもの。

2 債務負担行為限度額の内訳

(1)限度額の年度内訳

事項

3 事業内訳

(1)看板製作・広告費 2,.3 3 6 千円

ア看板製作・設置業務

イチラシ新聞折込業務 1 1 1

ウボスター製作業務

工公共交通機関車内広告掲出業務

(ア)路面電車内広告掲出

(イ)バス車内広告掲出

令和 2年度

期間

令和 2年度から

令和 3年度まで

限度額

(設定額)

0

令和 3年度

4 財源内訳

2,

千円

3 3 62 ,

事業費

3 3 6

【単位

2, 3 3 6

合計

千円

千円】

国庫支出金

2,

3 3 6

76箇所

740枚

400枚

1 3 枠

160枠

,

3 3 6

千円

県支出金

千円

財源内訳

地方債

千円

その他

千円

一般財源

90
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82~ 83
東京 2020 オリンピック聖火りレー警備委託

債務負担行為補正

1 債務負担行為の目的

1年延期となった東京 2 0 2 0 オリンピックについて、令和 3年5月に長崎

市で聖火りレーを開催するにあたり、実施自治体として走行ルートの警備等を
行う必要があるため、令和 2年度中に契約を行う必要があるものについて、債

務負担行為の設定を行うもの。

2 債務負担行為限度額の内訳

【単位 千円】(1)限度額の年度内訳

事項

3 事業内訳

7 5 5 千円(1)交通誘導警備費 ,

ア交通誘導及び雑踏警備員 1 0 人

4.4 人イ・大型交差点対策警備員

(2)警備用資機材設置,撤去費 4,8 7 9 千円

454台アパイプバリケード設置・撤去

イ聖.火ランナー走路侵入防止及び岸壁側転落防止用コーン等設置・撤去

958個(ア)カラーコーン

867本(イ)コーンバー

6 2 巻(ウ)コーションテープ

162本ウ・平和公園内走路用フェンス設置・撤去

(参考)聖火りレーに係る全体事業費(案)

令和 2年度

令和2年度から

令和 3年度まで

期間'

5,49 8千円

0

令和 3年度

限度額

(設定額)

'

6,

6

千円

6 3 4

r

6 3 4

,

1 5,58 1 千円

その他※ 1

3,

合計

千円

3 1 7

6,

交通規制事前周知費

6 3 4

リレー走路関係経費

一般財源

会場関係経費

4 財源内訳

広報委託費

ボスター製作費

事業費

三十

警備委託費

物品購入費等

6,

※1

千円

6 3 4

セレモニー会場等設営・運営費(見込)

東京オリンピック・パラリンピック関連事業開催費負担金(県が費用の

1 / 2 を負担)

91^

国庫支出金

令和3年度

千円

県支出金

千円

2,

財源内訳

地方債

1 93 千円

1 43千円

千円

3 1 73,

63 4千円

11 3千円

千円

亀
、

⑤
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1 概要

聖火りレーは、福島県のサッカー施設ロヴィレッジ」をスタートし、日本列島を概

ね時計回りに巡り、 47都道府県・ 859市区町村を 121日(移動日含む)かけて通

過し、東京都をゴールとして実施される

長崎県は、 20番目の都道府県として実施される。

聖火は、熊本県から令和3年5月7日(金)に長崎県へ到着し、 2日間かけて県内1

7市町を回った後、佐賀県へとつながっていく。

ランナーの数は、全国で約1万人、長崎県でのランナーは約170人となっており、

長崎市での走行は、1日目の8区聞目となっている。

【参考】聖火りレー実施に係る資料

2 開催日

令和3年5月7日(金)タ刻スタート

3 開催場所

平和公園から長崎水辺の森公園までのルート

4 実施体制

主催

共催

パートナー

5 市の役割

聖火りレーの実施に伴う交通規制の周知・広報

ルート上車両規制用資機材の設置

沿道観客の走路進入防止対策

ランナー集合場所及びセレブレーション会場の設営及び

東京2020組織委員会

各都道府県実行委員会

東京2020オリンピック聖火りレーハートナー各社

6 主な聖火ランナー

草野仁さん、石原さとみさんほか

フセレブレーション

セレブレーションとは、聖火りレーの各日の最終区問・最終ランナー到着時において、

聖火の到着を祝うセレモニー。長崎市は、長崎県で実施する1日目の最終区間となって

いるため、長崎水辺の森公園で実施する。

会場内では、県実行委員会やスポンサー各社が聖火の到着前に会場を盛り上げるため

のステージイベントや、スポンサー企業がPRブースを設置し、来場者の記念になる催し

を実施する。

備



8 長崎県内でのルート状況

区間実施日

第1区間

第2区間

第3区間

第4区間

第5区間

通過市町

南島原市

島原市

5月7日

(金)

南島原市役所

南島原市有家総合運動公園

島原城天守閣前

島原文化会館

愛野郵便局前

愛野運動公園駐車場

原ノ辻ガイダンス

壱岐市立一支国博物館

上五島空港

頭ケ島天主堂

諌早駅前

諌早市役所前広場

大村市役所口ータリー

ミライ 0N図害館

平和公園

長崎水辺の森公園

雲仙市

第6区間

スタート地点

ゴール地点※

壱岐市

新上五島町

諌早市

大村市第7区間

第8区間

リレー1日目

第1区間

長崎市

計

長与町

第2区間

第3区間

5月8日

(土)

第4区問

時津町

第5区間

中尾城公園駐車場

旧親和銀行長与支店裏通り

とぎつカナリーホール

鳴鼓小学校

オランダ村駐車場

遊湯館

五島市役所前

五島港公園

万松院

朝鮮通信使対馬易地聰礼200周年記念壁画前

松浦市役所駐車場

松浦海のふるさと館

平戸城・亀岡神社

平戸オランダ商館

佐々町文化会館駐車場

セブンイレブン佐々市場免店前

ドコモショップみなとインター店前

ーミッ'ソノ{ーク

西海市

第6区間

五島市

第7区間

対馬市

第8区間

松浦市

第9区間

リレー2日目

平戸市

※令和元年12月発表時点のスタ

佐々町

佐世保市

計

ト・ゴール地点。
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9 聖火りレールート図
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県庁から水辺の森公園岸壁までは遣唐使船の利用を予定している。
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